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全国石油商業組合連合会

．事業内容

．総務部会関係事業

 組合財政基盤の強化に関する検討

政府の「燃料油価格激変緩和対策事業」により、石油製品の価格は約年間にわたり

価格抑制が行われてきた結果、一部の安値量販店等によるガソリンのシェア争いや、需

要拡大を狙った廉売が各地で散見され、販売競争の激化により多くの SS が危機的な経

営状況に陥っています。一方でエネルギー政策においては、エネルギー安全保障の観点

から石油製品の安定供給確保の重要性も示され、石油販売業界は厳しい対応を迫られて

います。全国の登録 SS 数は、年月末現在で,SS となり、前年度からの

年間でSS が廃止に、また、登録 SS 事業者も事業者が撤退し,事業者と減

少傾向に歯止めがかかっていません。

このような状況の下、組合員の減少や組合財政の厳しさが続いております。そのた

め、引き続き本会に対する賦課金の支払期日に応じた組合事務補助金交付の継続、軽油

特別協力金の配分などの財政支援を実施しました。

また、本会事業活動の的確な推進のため、本会の活動方針等を迅速に会員組合へ伝達

するとともに、各地における会員組合の意見、要望、実情等を取り纏め本部へ具申する

という役割を果たす全石連各支部の重要性が高まっております。このため、本年度も、

正副会長・支部長・部会長連絡会議を年回開催して中央と地方との意思の疎通を図る

と共に、全国支部および沖縄県石油組合に対して総額,万円の支部管理費補助金

を交付し、支部活動の強化・拡充を図りました。

 年度事業計画案・収支予算案の策定

本会では「組合活動を通じて経営を改革しよう」という基本スローガンのもとに、

SS ネットワークの強化、適正利益の確保による持続可能な SS 運営のための経営健全

化に取り組んでいますが、一方で、石油製品需要の減少や低収益構造が続いているこ

と、また後継者不足などの要因により石油販売業界の縮小傾向に歯止めがかからない状

況が続いています。

このような現状から、石油販売業界の全国団体である本会の事業活動においても、国

庫補助金の適正な執行とともに、費用対効果を重視した予算配分が求められています。

また、引き続き、全石商では財政問題が顕在化していることから、総務部会（浜田忠

博部会長）において、各部会が所管する事業活動項目を明確化し、一般管理費を含む事

業経費の節減、特に各部会のリモート開催の推奨等、経費削減を前提に新年度の事業計

画案の策定並びに収支予算案の編成に取り組み、収支状況の改善に努めました。

 ｢軽油引取税問題協議会」活動の推進

軽油に関する様々な課題を協議するため年月に発足した「軽油引取税問題協議

会」をコロナ禍後の昨年度に引き続き、回目の協議会を開催しました。会議におい
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て、本協議会活動の継続と「軽油特別協力金」の存続について協議を行い、全会一致で

賛同を得ました。

これを受け、元売出資子会社、石油商社、大手フリート業者への要請活動を展開し、

元売出資子会社を含め、「軽油特別協力金」として約,万円、加えて、元売子会社等

より「組合運営特別協力金」として約万円を受領しました。前年度に比べ、対象 SS
数の減少等により約万円減の約,万円を受領し、この内約,万円を全国の都

道府県石油商業組合に配分しました。

 全国理事長会議の開催

本会の事業活動の周知並びに各会員組合代表者との情報・意見交換を行うため、全国

理事長会議を次のとおり開催しました。

第一回 年月日（木） 東京・石油会館（リモート併用）

第二回 年月日（木） 東京・石油会館（リモート併用）

第三回 年月日（水） 東京・石油会館（リモート併用）

第四回 年月日（木） 東京・石油会館（リモート併用）

 全国事務局責任者会議の開催

本会の事業活動方針の徹底および各会員組合との情報・意見交換と連絡の緊密化を図

るため、全国事務局責任者会議を次のとおり開催しました。

第一回 年月日（木） 東京・石油会館（リモート併用）

第二回 年月日（木） 東京・石油会館（フルリモート）

 各種組織・規程等の整備・見直し

◯ 定款の一部改定

近年、「石油需要及び都道府県石油組合員の減少」、「元売再編」など、石油製品販

売業をめぐる経営環境の変化は著しく、円滑な事業活動の維持がより強く求められて

います。さらに、組合員構成の多様化や時代の変化に伴い、幅広く本会の趣旨への賛

同者を募り組織運営に反映させる必要があることから、定款の一部改定し、従来の会

員に賛助会員を加えました。（月日 理事会承認）

◯ 全石連部会設置規約の一部改定

通常総会と合わせて実施している「SS ビジネス見本市」について、開始当初は広

報部会の所管事項としておりましたが、現在は「共同事業部会」の所管事項へと移管

していること、また、専門委員会として政策環境部会所管の「VOC 対策委員会」は

実質上、開催されていないことから、『全石連部会設置規約』を一部改定し、現状に

合わせた規約にしました。（月日 理事会承認）

◯ 文書管理規程の一部改定

本会事務局において、月日より稟議決裁を電子化し、ペーパーレス、業務の効

率化に努める上で、電子文書の取り扱いを可能とするために、『文書管理規程』を一

部改定しました。（月日 理事会承認）
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石油製品内需の推移（資源エネルギー庁調べ)

（単位千 KL）

内需ピーク 年度 年度

西 暦 数 量 数 量 前年度比 数 量 前年度比

ガ ソ リ ン 年度 , , －. , －.

ナ フ サ 年度 , , －. , －.

ジ ェ ッ ト 年度 , , . , －.

灯 油 年度 , , －. , －.

軽 油 年度 , , －. , －.

A 重 油 年度 , , －. , －.

B・C 重油 年度 , , －. , －.

燃 料 油 計 年度 , , －. , －.

――

◯ 就業規則の改定

本会の就業規則は、年の改定が最後となっており、この間、働き方改革関連法

やハラスメント防止の企業義務など、社会情勢が大きく変化しているため、現状に即

した法令順守や労働環境の改善を目的として就業規則及び各種付属規程の整備、改定

を実施しました。（月日 理事会承認）

◯ 組織規程の一部改定

本会は今後にわたり、歳の定年を迎える職員が数多く出る状況となっていること

から、事業活動内容に変更はありませんが、組織内のグループを一部統合し、管理職

人数をスリム化して業務効率を上げる必要があることから、組織規程を改定し、現在

の企画調査グループと環境・安全対策グループを統合して新たに政策グループとする

こととしました。（月日 理事会承認）

．経営部会関係事業

 流通適正化対策事業

◯ 石油製品需要

年度の燃料油販売量（資源エネルギー庁調べ）において、燃料油計は前年度比

.減の,万 KL となりました。年連続の減販となりました。油種別では、

SS の主力商品のうちガソリンは前年比.減の,万 KL となり、年度

（,万 KL）から年連続で千万 KL を割り込みました。電気自動車（EV）は

本格的な普及に至っていませんが、従前からの自動車の燃費向上やハイブリッド車

（HV）の普及という構造的な内需減が続いています。

灯油は.減の,万 KL となりました。前年度に引き続き暖房や給湯における

ガス化や電化、さらにボイラー向けのガス転換等、構造的なエネルギー転換が続いた

影響と思われます。軽油は.減の,万 KL となりました。需要に底堅さはある

ものの、燃費向上や公共交通機関とトラック輸送業における電動化への移行が影響し
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ているとみられます。A 重油は構造的なエネルギー転換が続き、.減の万 KL
となりました。

◯ 原油市場の概況

年度の中東産原油指標（ドバイ原油とオマーン原油の中値）は年間を通してみる

とドル建てで最安値.㌦/b（年月日）、最高値.㌦/b（年月

日）、年度平均は.㌦/b（前年.㌦/b）となり、年度以来となるドル台と

なりました。

年度を振り返ると、第四半期（～月）は平均.㌦/b、第四半期（

～月）は平均.㌦/b、第四半期（～月）は平均.㌦/b、第四半期

（～月）は平均.㌦/b で推移しました。

年度平均の為替（TTS）は㌦.円であり、年度平均の.円と比べ大

幅に円安で推移しました。この結果、円建ての原油価格の年度平均は.円/L と

なり、年度平均の.円/L と比べると、.円/L 値上がりしました。最安値は

.円/L（月日、年度.円/L）、最高値は.円/L（月日、年度.

円/L）となりました。

◯ 国内製品市況の概況

〇小売市況（レギュラーガソリン）

全国平均小売価格（資源エネルギー庁調査）の年度平均（～月）は.

円/L（消費税込み）で前年度（.円）と比べ.円高で推移しました。激変緩

和補助事業の効果で、元売等から卸価格の変動幅が抑制されたため、年間を通して

価格は安定していたと言えます。振り返ると、第四半期（～月）は.円/

L（前年.円）、第四半期（～月）は.円/L（.円）、第四半期

（～月）は.円/L（.円）、第四半期（～月）は.円/L
（.円）でした。
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最高値は年月週～週の.円、最安値は年月週の.円で

した。

〇卸市況

ガソリン卸売価格は通常、原油価格変動に連動した形で推移しますが、国の激変

緩和対策事業による補助金で価格が抑制された結果、年間を通してほぼ一定の水準

で推移しました。一方、激変緩和の出口戦略として、基礎補助額円以下が月と

月に.円ずつ削減され卸価格が上昇、ただ上昇はしましたが基礎補助額円以

上には変わらず補助金があったことにより、月以降もほぼ一定の水準で推移しま

した。

全国平均卸価格（エネ庁調査）の年度平均（～月）は.円/L（消費税

抜き）で前年度（.円）と比べ.円高で推移しました。振り返ると、第四半

期（～月）は.円/L（前年.円）、第四半期（～月）は.円/

L（.円）、第四半期（～月）は.円/L（.円）、第四半期（

～月）は.円/L（.円）でした。

最高値は年月週の.円、最安値は年月週～月週にかけ

ての.円でした。

一方で、輸入価格について年度平均（～月）は.円/L（消費税抜き）

で前年度（.円、補助金適応後）と比べ.円安で推移しました。輸入価格（補

助金適用後）と国内の海上スポット（.円）との値差は.円安、陸上スポット

（.円）との値差は.円安となりました。

※年度のガソリン輸入量は万㌔㍑（前年比万㌔㍑）となりました。
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〇小売・精製粗利

原油 CIF ベースでみた年度平均における小売粗利（全国平均）はガソリンが

.円/L（前年.円/L）、軽油が.円/L（.円/L）、灯油（～月）が

.円/L（.円/L）となりました。加えて、粗利益率でみると、ガソリンが

.（前年.）、軽油が.（.）、灯油（～月）が.（.

）に止まりました。

一方、精製粗利はガソリンが.円/L（前年.円/L）、軽油が.円/L（.

円/L）、灯油（～月）が.円/L（.円/L）となりました。因みに小売粗利

と比べると、ガソリンは精製粗利が.円/L 割高、軽油は精製粗利が.円/L 割

高、灯油は精製粗利が.円/L 割高となりました。
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◯ 経営部会活動

ア 事業環境の変化（内需減・原油高騰・人材確保・賃上げ・各種コストアップ対

応・クルマの変化等）に備えた諸対策の検討及び健全経営の推進（部会標語の普及

等）

政府方針に基づく賃上げ実現に向けた活動

昨年度に続き、賃上げ実現に向けた活動を行いました。昨年度に引き続き、森

洋会長と喜多村利秀経営部会長の連名で、『物価上昇分を上回る賃上げ実現に向

けた採算販売のお願い』と題した文書を作成して、都道府県石油組合理事長宛

に発出し、傘下組合員に対し、一般小売業並みの粗利益率確保と物価上昇分を超

える賃上げの同時実現を図るべく、採算販売の重要性を訴えていただくよう依頼

しました。加えて、～月の間に森会長等が元売・大手商社をはじめ関係各社

を訪問し理解を求めました。

また、都道府県組合を対象に組合員 SS の賃上げ状況を調査することを目的

にアンケート調査を行いました。アンケート調査は月に集計。調査回答数は組

合員単位で社となりました。その中で、賃上げ対応状況は、社員（年

月以降）では「～未満の実施」が.と一番多く、「実施していない」

も.の多さでした。さらにパート・アルバイト（年月以降）では「実

施していない」が.で最も多く、問題点が残りました。

燃料油価格激変緩和対策事業（以下、激変緩和事業）の周知

月、政府より激変緩和事業について「年内に限り継続する」との考え方が示

されました。これを踏まえ、秋の経済対策に絡めて激変緩和対策事業の出口戦略

の方針が示される可能性が高いことから、全石連として、政府・与党に対して、

◯早期の情報提供と周知徹底、◯ソフトランディングできる事業戦略の策定・円

滑な市場価格転嫁のための廉売防止を改めて要望しました。

さらに政府が激変緩和事業の補助額を月日と月日の回にわたり、制

度上は円程度、減額することを決定したことを踏まえ、以下の対応を主に行い
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ました。

◎月日 都道府県組合を対象にした制度変更の説明会を実施。

◎「燃料油価格激変緩和対策事業の補助額縮小について」と題する文書に、エ

ネ庁等から全石連宛に送られてきた点の文書（※～）を添付した上

で、都道府県組合に通知。今回はエネ庁が石油組合の官公需契約に基づ

く燃料油の納入に対して、円滑なコスト転嫁が図れるよう自治体などに対

して、初めて文書を通知しました。

※ 資源エネルギー庁と公正取引委員会による「燃料油価格激変緩和対策

事業に関する御協力について」と題する文書。

※ エネ庁による「燃料油価格激変緩和補助金の補助率の段階的な縮小に

伴う適切な入札価格の設定に向けた取組について」と題する文書。

※ 公取委による「燃料油価格激変緩和対策事業に基づく補助率の縮小に

伴う独占禁止法上の不当廉売の未然防止について」と題する文書。

◎告知ツール

エネ庁配布のポスター・ステッカーの内容等について協議。

全石連として、独自にポスターを作成（兵庫石商によるデザイン協力）し、

月分については各石油組合に配布しました。さらに補助金縮小の第回目

（月日）に合わせて月日付の機関紙ぜんせきに、補助金縮小の第

回目（月日）に合わせて、月日付の機関紙ぜんせきに、いずれも挟

み込んで組合員（購読者限定）に送りました。

講演について

事業環境の変化や今後の方向性について、成城大学経済学部の平野創教授を招

き、「SS とエネルギーの将来を考える」という題目で講演を聞きました。平野教

授からは SS ネットワークを維持することの社会的な重要性について様々な話を

聞きました。

イ 元売・販売業者間の連携推進（サプライチェーン維持へ適正市場の構築、発券店

値付けカード等の適正化への支援活動）

元売と SS 業界との協議の場（精販協議会）

資源エネルギー庁と公正取引委員会の参加のもと、石油流通問題について議論

する『元売と SS 業界との協議の場』が月日及び月日の度開催されま

した。協議会は年月以来、約年ぶりの開催です。

月の会合では、喜多村副会長（経営部会長）から、◯ガソリン等の内需減を

踏まえた精製能力の一層の適正化、◯元売販売子会社による販売量重視の経営か

らの脱却に向けた率先垂範、◯既存の SS ネットワーク（特約店・販売店）に寄

り添う販売政策の実施―という点を要望。

要望に対して、元売各社は◯需給適正化について、「身の丈にあった生産が基

本」「輸出入で調整しつつ安定供給を確立させていく」、◯販売子会社について、

「健全経営の観点から、自立できるような適正口銭を取った商売が基本」「いまや

シェアの時代ではない。利益を重要視している」「同じルールのもとで利益を上

げるように従前より伝えている」、◯SS ネットワークの維持については、災害時



――――

対応を含め、各社ともその重要性を強調しました。

月の会合では、激変緩和対策事業の出口戦略第一弾の開始が間近に迫ってい

たことから、元売各社に対し、「適正なコスト転嫁が図れるよう販売子会社を含

め、すべての系列店に対しての周知徹底」を強く訴え、元売各社からは、適正販

売に努める方針が示されました。

元売発券店値付けカード（以下、発券店カード）等の適正化への支援活動

年度経営部会内に「マーケット変化に対応するための勉強会」（座長＝亀

井喜久雄経営副部会長）を設置して、カード手数料の適正化などに取り組んでき

ましたが、その結果が年度に入り早々に示されました。ENEOS は月に、

給油代行手数料について、月日からガソリンは円値上げの円に、軽油は

円値上げの円とする旨を系列店に通知しました。軽油の値上げは実に年ぶ

りとなります。その後、他元売も同様の改定を通知しました。

サプライチェーン維持へ適正市場の構築

会員制の大手流通業者の SS 新設が加速しており、出店地域では多くの SS が

多大なる影響を受けております。こうした状況を踏まえ、今年度は経営部会内に

「大規模事業者への対応検討委員会（座長＝亀井喜久雄経営副部会長）を設置し

今後の対応等について議論を重ねました。

議論の結果、大手流通業者は自治体からの誘致や様々な支援を受けて、新規出

店することが多くみられることから、出店が噂されている地域の自治体を訪問

し、能登半島地震における事例などを示すことで、大型 SS に一極集中すること

が災害時のリスクになることを示すとともに、その逆で災害時には分散して存在

する SS ネットワークが重要になることを説明していくことが重要と位置づけま

した。また、この考え方に基づき、複数の石油組合と協力して自治体訪問を行い

ました。

ウ 公正競争環境の整備（不当廉売申告のより積極的な推進及びガソリン不当廉売ガ

イドライン改定の検証、総額表示及び価格表示ガイドライン順守の推進）

警告事案について

月日付で、公取委は永山石油株式会社のセルフ高原 SS、セルフ運動公園

SS、セルフ前原 SS（いずれも所在地・沖縄県沖縄市）と、エッカ石油株式会社

の EneJet 屋宜原 SS（所在地・沖縄県中頭郡北中城村）の社SS に対して、

レギュラーガソリンの小売販売価格が独占禁止法第第第号（不当廉売）に

該当し、同法第条の規定に違反するおそれがあると警告がされました。

公取委による地域別実態調査について

公取委は月に「給油所の競争状況に関する地域別実態調査」（書面調査社

SS、ヒアリング調査社）の結果を明らかにしました。同調査は不当廉売の

未然防止を図る観点から全国平均に比べてレギュラーガソリン価格の低い地域を

中心に選定したもので。対象は岩手県盛岡市、宮城県仙台市、千葉県印西市、三

重県伊勢市、兵庫県姫路市、熊本県熊本市の県都市でした。

調査結果では、「競合店の低価格販売に同値もしくはより安値で追随した場合」

という質問に対して、「販売量、利益ともに減少した」という回答が.で昨

年同様半数を超える結果となりました。逆に追随して「利益が増加した」という

回答した事業者はいませんでした。元売販社をはじめ大手量販店が地域の最安値
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説明会開催状況

開催場所 開催日 説明会出席者数 意見交換会出席者数

北海道旭川市 年月日 名 名

東京都調布市 年月日 名 名

新潟県新潟市 年月日 名 名

愛知県名古屋市守山区 年月日 名 名

大阪府門真市 年月日 名 名

和歌山県和歌山市 年月日 名 名

――

に対して“二番風呂”で追随するケースがありますが、その販売政策に疑問を残

す調査結果となりました。加えて、月の経営部会に公取委の松本博明取引企画

課長を招き、「地域別実態調査結果」等について説明を聞くとともに意見交換を

行いました。

公取委による独禁法説明会・意見交換会

さらに公取委は「給油所の競争状況に関する地域別実態調査」の第弾の実施

を決めました。第弾の調査対象地域は、北海道旭川市、東京都調布市、新潟県

新潟市、愛知県名古屋市守山区、大阪府門真市、和歌山県和歌山市の地区とな

りました。これまで同様、調査対象の全地域において SS 対象のアンケート調査

（年度内に公表）などを行うとともに、公取委主催の不当廉売に関する説明

会・意見交換会が開催されました。説明会では、松本取引企画課長よりガイドラ

イン改定のポイント等について説明が行われ、説明会での質疑や意見交換会にお

いては、不当廉売問題に限らず、発券店カードやコンプライアンス対応まで幅広

い意見交換が行われました。

コンプライアンス対応について

長野県北信地区の販売事業者らによるカルテル疑惑が発生したことを受け、

都道府県組合に対して、適時、コンプライアンスに関する文書を通知するととも

に、全石連の支部会などに全石連幹部が参加して、コンプライアンスの再徹底を

要請しました。

◎要請文書

/ 付で信濃毎日新聞の報道を受けて全国の石油組合の理事長・事務局責任

者に対し、コンプライアンスを遵守した組合活動を徹底・強化すべく、要請文

書を発出。資源エネルギー庁から/ 付で同趣旨の協力要請文書を拝受したこ

とを受け、同日付で全国の石油組合の理事長・事務局責任者に対し、資源エネ

ルギー庁発出文書を添付のうえ、周知文書を発出。公正取引委員会の長野石商

への立ち入り検査が実施されたことを受けて、/ 付で全国の石油組合の理

事長・事務局責任者に対し、コンプライアンス遵守の周知徹底を再度要請。

◎全国支部等を訪問

/（木）九州支部 喜多村副会長
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/（月）中国支部 喜多村副会長

/（金）関東支部 浜田副会長

/（火）沖縄県 加藤専務

/（水）東北支部（正副支部長のみ）森会長

/（金）近畿支部 西尾副会長 坂井常務

四国支部 喜多村副会長

/（火）中部支部 森会長

/（水）北海道支部 森会長

◇過疎地関係

SS 過疎地問題については、年度も自民党石油流通問題議員連盟で問題意識

を共有するとともに、過疎地の自治体が地域の燃料供給に関する計画を策定する際

に利用できる国の補助事業等について、全国知事会や一般社団法人全国過疎地域連

盟にも情報共有。◯自治体担当者に自分たちの自治体の状況等を把握していただく

こと、◯域内 SS 事業者とコミュニケーションをとることの重要性と併せて、過疎

地域の自治体への周知・説明をしていただくよう要請しました。こうした取り組み

により具体的に計画策定事業への興味を示してきた長野県栄村、岐阜県関市を石油

組合や地元の販売業者と共に訪問し、現地の状況等の確認、意見交換と併せて補助

事業の説明を行いました。

また今年度は、SS 過疎地対策の一環として、SS 過疎地での独占禁止法の運用緩

和（輪番制導入）に向けた検討を進めました。月に SS 過疎地で経営する組合員

事業者にアンケートを実施したうえで、前向きな回答の中から同一地域の事業者

を公正取引委員会に情報提供をし、同委員会による現地ヒアリングを経て、本件取

り組みが独禁法上の問題となるものではない旨の回答を得ました。輪番制の許可が

過疎地における燃料供給維持に向けた根本の問題の解決とはならないかもしれませ

んが、一つの成果ではあると考えています。

◇「法律相談室」「経営相談室」による会員への助言・指導

不当廉売事例・上期（月～月）の「注意」件数件（前年度（月～月）

件）について、また、警告事案件について独禁法に基づく申告を奨励・指導。

経営相談件数件、「事業再構築補助金」については、令和年度に終了し第回

公募時点で SS 事業者の申請は累計件が採択され新規事業への進出の試みがな

された。事業承継の相談については SS の減少が進む中でも大きな割合を占めると

ともに昨今の社会情勢を反映しカスハラ問題は SS の店頭においても課題となって

おりトラブル相談は増加傾向にある。

．SS 経営革新・次世代部会関係事業

 組合員 SS の社会的評価を高め、その機能を高度化する諸情報の収集と提供

政府方針により、年カーボンニュートラル（CN）、年新車販売電動車」

が示されたことで、BEV が次世代車の主力と言われてきましたが、近年、新車販売に

おける BEV の比率は伸び悩んでおります。こうなると、引き続き内燃機関が搭載され

ている HEV が新車販売の主流となると考えられる中で CN を実現していくためには、
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燃料の CN 化が必須となります。水素と二酸化炭素を原材料とする液体合成燃料が早期

商用化されれば、燃料の CN 化が進みます。また、液体合成燃料は常温・常圧で液体で

あることから、長期保存や可搬性に優れた特徴があります。また、SS のインフラが利

用可能で内燃機関搭載車両でも CN になるメリットがあります。

このため当部会では、災害時でも利便性の高い液体合成燃料を消費者に認知してもら

うことと、脱炭素化社会においても依然として液体燃料は必要であり、地域における燃

料供給拠点としての SS の重要性や各地域での存在意義を改めてアピールすることを目

的に、昨年度に引き続き「未来が見えたっ カーボンニュートラル・環境対応は液

体燃料で」をキャッチフレーズにしたポスターを作成し、機関紙「ぜんせき」に折り込

み、組合員に配布しました。

併せて、ポスターデザインを使用したノボリも作成し、松山市で開催された全石連総

会会場にポスター、ノボリを掲出しました。

 経営革新につながる経営者革新を促す教育啓発事業の推進

近年、BEV の販売台数が伸び悩んでいるとはいえ、電池技術が格段の進歩を遂げた

場合には、再び消費者が選択する車となる可能性もあります。そうなれば燃料油需要は

徐々に減少のスピードを増し、SS の経営環境も徐々に厳しさを増すことになります。

全石連では将来のエネルギー供給拠点としての方向性としてつの方向性を示していま

すが、その中のつに石油販売だけでなく EV や水素さらには合成燃料の供給を目指す

「総合エネルギー拠点化」があり、いまからその可能性を模索していかなければなりま

せん。

このため、月の部会には、急速充電器のパイオニアとされている JFE テクノス社

の石川洋史理事を招き、同社の充電器設置、運営に関するビジネスモデル等の紹介を兼

ねたセミナーを行いました。同社が提案する「EV 充電インフラ設置モデル」は、SS
が急速充電器の設置場所を提供する代わりに、急速充電器を初期費用無料で設置するも

の。SS のメリットとして◯工事費等を含む無料設置、◯SS による管理不要、◯新規顧

客の集客に貢献できる―などがあるほか、分の充電時間を有効活用した収益拡大も見

込める点を挙げました。また、電力量料金やメンテナンス費、補助上限額を超える費用

などはすべて運用者の日本充電インフラ社が請け負うため、SS は年額～万円程度

の「償却資産税」を負担するだけで急速充電器を基設置できることを紹介するととも

に、SS の油外収益との相性について、「洗車はもちろん、予想以上にタイヤ交換との親

和性が高い」と説明しました。

 小規模組合員向けの新たな SS ビジネスモデル確立につながる諸策の推進

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化への対応を踏まえ、新分野展開、

事業転換、業種転換、業態転換、または事業再編といった思い切った事業再構築に意欲

を有する中小企業等の挑戦を後押しすることを目的として行われてきた「中小企業等事

業再構築促進事業」は、第回の公募を最後に新規申請の受付が終了となりましたが、

これまでの中で SS 事業者の取り組み事例も多くなり、地域の社会インフラである SS
ならではの各事業者の強み、特徴を活かす取り組みや、経営者の創意工夫に加え多種多

様な消費者ニーズ、地域の課題解決に向けた新たな取り組みなも見受けられます。

こうした新規事業に加え、SS 事業者が、全国の先進的な SS 経営の事例を参考とし

つつ、自社のビジネスモデルを見直し、改善していく契機とするために取り纏められた
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「SS 経営に関する優秀事例選」で紹介された事業の中から、汎用性があると判断で

きる事案について、実施事業者の協力を得て、新規事業の深掘りや、その後の事業の状

況等に関するヒアリングや意見交換を行いながらまとめた事例紹介を、昨年度に引き続

き会議等で周知しました。

 国内外のカーボンニュートラルの情勢、エネルギー関連技術情報等の調査・提供

「合成燃料（e-fuel）の導入促進に向けた官民協議会」が年月に報告した「中間

とりまとめ」では、合成燃料を年に製造を開始し、「年代前半までの商用化を

目指す」ことに加え「更なる加速化も視野に不断の努力を継続する」とされました。

この時点でかなりの前倒しが盛り込まれたことになりますが、加えて国は、合成燃料

の商用化までの間、バイオ燃料をガソリンに一定程度混合させることで、燃料の CN 化

を進める方針を示していることから、ジャーナリスト（元毎日新聞、編集委員）の小島

正美氏を講師に招き、小島氏が取材したアメリカのバイオエタノール事情に関するセミ

ナーを行い、現地 SS におけるバイオエタノール混合ガソリンの販売状況や、アメリカ

が日本へのエタノール輸出に期待しているといった、現地の状況等について説明を受け

ました。

 ｢SS 未来フォーラム」（青年部）活動の推進

同フォーラムは年月に「全国石油業青年部連絡協議会」として設立（年に

現フォーラムへ改称）され、本会はその活動に対して、組合後継者の育成対策の一環と

して積極的に活動支援を行っています。

年度は、昨年に引き続き活動スローガン「絆・私たちだからこそできること」を

掲げて、役員会や定例会の開催を通じて会員相互の研鑽と情報交換に努めました。

○主な活動内容（会議開催）

第回定例会（年月）では、KPMG ジャパン社の轟木光氏を講師として招

待し、「内燃機関の可能性―ポスト―CN 時代の自動車の新しい競争軸―」をテーマ

とした講演会を開催しました。報道にはない事実をもとに、内燃機関の今後の動向

や、米国や欧州における EV 化に向けた動向等についてご講演いただき理解を深めま

した。

第回定例会（年月）では、SS 未来フォーラム正副会長名による自社の

取り組みの発表を行ったほか、つのテーマ（人手不足、事業承継、SS を起点とし

たニュービジネス）で、リモート参加者含む会議出席者によるディスカッションを行

い、自社における事例などをもとに、活発に意見交換を行いました。ディスカッショ

ン内容については、各テーマで議論した内容を取り纏めて、テーマ別の代表者より参

加者全体に向けて発表を行いました。

○その他活動内容

年月には全石連総会開催地愛媛県松山市で、愛媛県石油組合の青年部主催に

よる交流会が行われて全国の青年部から約名が参加し大変盛況となったほか、地方

で開催される青年部会へ同フォーラム役員が出席するなどして、地元の若手経営者と

の意見交換等を行うことで、各組合青年部会への参加者拡大に向けた取り組みを行い

ました。
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なお、会員数は神奈川県石油組合「令塾」が月に新たに加入し、全国で組合

となりました。

〈役員会・定例会・総会の日程〉

◯ 月日 第回役員会（リモート開催）

◯ 月日 第回役員会（リモート併用）

◯ 月日 総会（リモート併用）

年度事業・決算報告案、年度事業計画・予算案承認

◯ 月日 第回定例会（講演会）（リモート併用）

「内燃機関の可能性―ポスト CN 時代の自動車の新しい競争軸―につ

いて」

KPMG コンサルティング株式会社

アソシエイトパートナー 轟木 光 氏

◯ 月日 第回役員会（リモート併用）

◯ 月日 第回役員会（リモート開催）

◯ 月日 第回役員会

◯ 月日 第回定例会（ディスカッション）（リモート併用）

SS 未来フォーラム役員による自社の取り組みに関する発表

テーマディスカッション

（人手不足・事業承継、SS を起点としたニュービジネス）

．政策・環境部会関係事業

 （令和）年度税制改正要望について

政策・環境部会（出光泰典部会長）は年月、以下項目からなる税制改正要望

を取りまとめ、関係者に要望しました。

．これ以上の石油増税には絶対反対（炭素税等の新税の創設は絶対反対）

．地球温暖化対策税の引上げ（石油石炭税への上乗せ）には絶対反対

．電気自動車（EV）や水素・燃料電池自動車（FCV）等との課税公平性の実現

．ガソリン税・軽油引取税の特例税率（旧暫定税率）の廃止【拡充】

．ガソリン税に係る消費税の上乗せ課税（タックス・オン・タックス）の廃止

．バイオディーゼル燃料（BDF）に係る軽油引取税の課税免除措置の創設【新規】

．農林漁業用 A 重油に対する石油石炭税の特例措置の恒久化

．ガソリン税相当額の貸倒れ還付制度の創設

．販売店を対象とする軽油引取税貸倒れ還付制度の創設

これらの要望事項の実現に向け、全石連は、全国石油政治連盟と連携し、自民党・石

油流通問題議員連盟に対する要望活動を行った他、加藤庸之副会長・専務理事が月

日に公明党『石油流通議員懇話会』、月日には自民党『予算・税制等に関する政策

懇談会』にそれぞれ出席し、炭素税等の新税の創設反対、地球温暖化対策税の上乗せ増

税反対のほか、EV や水素・FCV 等との課税公平性の実現やガソリン税・軽油引取税

の特例税率（旧暫定税率）の廃止、バイオディーゼル燃料（BDF）に係る軽油引取税
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の課税免除措置の創設などを要望しました。

また、月日には、全国石油政治連盟、石油連盟とともに『石油増税反対総決起大

会』を開催し、これ以上の石油増税には絶対反対や石油サプライチェーンの維持・強

化、合成燃料の早期の商用実用化などを政府・国会に訴えました。

こうした精販一体となった要望活動の結果、月日に決定した（令和）年度

与党税制改正大綱では、課税公平性の実現について、「自動車関係諸税の総合的な見直

し」において、「異なるパワートレイン間の税負担の公平性や将来に向けた安定的な財

源確保、ユーザーの納得感の観点から、利用に応じた負担について、使途、執行・関係

技術等を踏まえ検討し、課税の枠組みについて、令和年度税制改正において結論を得

る」とされました。

特例税率（旧暫定税率）の廃止については、月日の自由民主党、公明党及び国民

民主党の幹事長間での三党合意文書によれば、「万円の壁」を国民民主党の主張する

万円を目指して、来年から引き上げるという方針とともに、「いわゆる『ガソリンの

暫定税率』は、廃止する」との文言が盛り込まれ、その具体的な実施方法等については、

引き続き関係者間で誠実に協議を進めることとされました。

バイオディーゼル燃料（BDF）に係る軽油引取税の課税免除措置の創設については、

免税軽油を使用する鉄道事業又は軌道事業を営む者が、鉄道車両等のタンクにバイオデ

ィーゼル燃料等を給油して当該鉄道車両等の燃料として消費する場合は、「軽油引取税

のみなす課税を適用しない」こととされました。

月日の政策・環境部会では、野村総合研究所から講師を招き、「EV シフトの現

状と将来展望」と題し講演会を実施しました。欧米諸国や中国などを中心に、近年、

EV シフトが加速していましたが、欧州では EV 等への補助金縮小による需要低下、中

国メーカーの輸出拡大による競争激化。中国においても補助金撤廃により価格競争が激

化し、EV メーカーが淘汰されるなど、EV シフトの調整局面に入っているとの説明が

ありました。

また、月日から、軽油引取税の電子申告・電子納付制度がスタートしました。

 予算要望について

本年度も石油販売業に必要な予算措置等について、経済産業省、政府・与党に対し要

望活動を実施しました。

自民党・石油流通問題議員連盟・SS の新たな利活用をめざすプロジェクトチームが

月開催の総会において「課題の進捗状況と今後の検討の方向性」（年月）を取

りまとめました。

この中で SS 業界に対する支援について、引き続き SS の事業再構築・経営力強化や

災害対応能力の強化に資する設備等に対して年間で,億円の予算獲得を目指して

いくこととされました。

石油流通関係予算として、「令和年度補正予算（億円）」及び「（令和）

年度当初予算（.億円）」が計上されました。

◯ （令和）年度補正予算（億円）について

令和年度補正予算は、災害時に住民生活や復旧復興活動を支える燃料供給拠点と

なる SS ネットワークを維持することが重要であることから、SS の災害対応能力強

化を図ることを目的とした設備が補助の対象となっています。
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〇（令和）年度補正予算 SS ネットワーク維持・強化支援事業

対 象 設 備 予算額（億円)

．設備導入等支援事業

◯燃料貯蔵タンク等の大型化等

◯燃料貯蔵タンク等の修繕

◯ベーパー回収設備

◯緊急配送用ローリー

◯POS システム

◯灯油タンクスマートセンサー

◯官公需システム

◯自家発電設備

◯自動車保守整備事業関連設備

高機能洗車機

自動車整備・検査設備

板金塗装設備

◯SS 地下タンク撤去工事

.

．災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業

◯燃料購入代、管理費
.

〇（令和）年度当初予算

．SS の災害対応能力等の強化

内 訳 予算額（億円)

 災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業 .

 災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業 .

――

また、SS ネットワークを維持するには SS の経営力強化を図る必要があることか

ら、事業多角化を図る SS 事業者を後押しをするため、「自動車保守整備事業関連設

備」が新たな補助対象に追加されました。

さらに、令和年月に発生した能登半島地震の経験を踏まえ、災害時の燃料供給

には国と SS や自治体が連携を強化することが必要であることから、SS の地下タン

クを活用した燃料備蓄を行うための予算が新たに盛り込まれました。

◯ （令和）年度当初予算（.億円）について

令和年度当初予算については、◯SS の災害対応能力等の強化、◯離島・SS 過疎

地対策、地域における新たな燃料供給体制構築、◯石油製品の品質確保の各事業につ

いて、概ね前年度（.億円）同様の予算確保となりました。

※補助対象事業・設備は、以下の通り。
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．離島・SS 過疎地対策、地域における新たな燃料供給体制構築

内 訳 予算額（億円)

．離島・SS 過疎地等における石油製

品の流通合理化支援事業費

 離島のガソリン流通コスト対策事業 .

 離島への石油製品の安定・効率的な

供給体制の構築支援事業
.

 環境・安全対策等 .

．地域における新たな燃料供給体制構

築支援事業費

 先進的技術開発等支援事業 .

 自治体による SS 継承等に向けた取

組の支援事業
.

．石油製品の品質確保

内 訳 予算額（億円)

．石油製品品質確保事業
 石油製品品質確保事業 .

 石油流通システム構築事業 .

――

 エネルギー基本計画の改定等の国のエネルギー政策に対する石油販売業界からの要望

及び提言

全石連では、政府の「第次エネルギー基本計画（案）」「GXビジョン(案)」「地

球温暖化対策計画(案)」のパブリックコメント募集に対して意見を提出しました。

この中で、「第次エネルギー基本計画(案)」に対しては、計画(案)の冒頭から「脱

炭素」や「化石燃料への過度な依存から脱却」という言葉が随所にあり、「脱炭素」と

いう言葉が、SS 業界にどれだけ負のインパクトを与え、SS 現場の士気を下げている

か、国はこうした言葉使いには細心の注意を払ってもらいたいと強調。石油を悪者扱い

することで、「SS 業界にとっては主力のガソリン等の石油製品の販売減少に拍車をか

け、直接死活的影響を受けることになる」と訴えました。また、「脱炭素＝石油には将

来がない」と、人手不足や後継者難に拍車をかけ、SS 経営の担い手がいなくなり、災

害時のエネルギー供給の「最後の砦」の役割を果たせなくなる恐れがあると警鐘を鳴ら

しました。

エネルギー政策の基本的な視点として、日本はすぐに使える資源に乏しく、国土を山

と深い海に囲まれているといった地理的制約を抱えているため、「S＋E」の追求を目

指していくこと。また、エネルギーの供給体制が、平時のみならず有時にも適切に機能

する強靱性を高めていくという方針には賛同しました。

一方、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するとの方針については、

オーバープランニングになりかねないと指摘。また、化石エネルギーへの過度な依存か

らの脱却を目指すとの方針については賛同できないとしました。とりわけ石油は、現在

においても一次エネルギーで割弱のシェアを占めます。エネルギー密度や貯蔵、エネ

ルギー収支比などをみても、いまだ石油を凌駕するエネルギーはないため、エネルギー

安全保障上の観点を踏まえ、可能な限り、今後も石油を有効利用し続けていくべきとし

ました。

一方、モビリティの方向性として、EV 一辺倒はリスクであり、HV の推進ととも
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に、石油業界では、化石燃料のカーボンニュートラル（CN）化としてバイオ燃料の活

用や合成燃料の早期実用化・社会実装を進めていくところであり、エネルギーベストミ

ックスの観点からも多様な選択肢を排除すべきではないとしました。また、石油製品の

需要減少が見込まれる厳しい経営環境の中、そのサプライチェーン全般に大規模な投資

が必要になることから、バイオ燃料の円滑な導入や、合成燃料の早期実用化・社会実装

に向けた抜本的支援措置の構築も訴えました。

さらに、石油を「災害時にはエネルギー供給の“最後の砦”となる、国民生活・経済

活動に不可欠なエネルギー源である」とし、かつ SS を「国民生活や経済活動を支える

重要かつ不可欠な社会インフラ」と位置付けたことは評価。しかし、石油・SS に関す

る記述はわずかページ程度に過ぎず、一次エネルギーの約割を占めるエネルギー源

に対する記述としては、CN、GX（＝グリーン・トランスフォーメーション）、原発や

電化等に対する扱いに比べ、あまりにも軽く、バランスを欠いていると指摘しました。

災害が多発する日本においては、バイオ燃料や合成燃料も含めて、可搬性・貯蔵性に

優れ、備蓄制度や製油所・油槽所・SS までのサプライチェーンが整備されている石油

の重要性や位置付けを同計画において、より明確化すべきと強調。引き続き、SS ネッ

トワークを維持・強化していくため、事業多角化等による SS 経営力強化や災害対応能

力の強化、さらには SS 過疎地対策などに対する国の政策支援が不可欠と訴えました。

このほか、SS 業界では、依然として、大手流通業者等による廉売行為により、周辺

の中小 SS 事業者の事業活動が困難に陥っており、「公正かつ透明な石油製品取引構造

の確立」を目指すには、行き過ぎた規制緩和を見直し、従来の競争政策だけでなく、エ

ネルギー政策や中小企業政策、過疎地対策など多面的なアプローチによる『賢い規制＝

スマートレギュレーション』として国策による何らかの手立てを講じ、公正取引の実現

を目指していくべきと提言しました。

 カーボンプライシング（化石燃料賦課金）に関する情報収集等

政策・環境部会では、月日と月日に経済産業省 GX グループの若林伸佳参事

官らを招き、年カーボンニュートラル（CN）に向けた、成長志向型カーボンプラ

イシング（CP）構想を含む政府の GX（＝グリーン・トランスフォーメーション）戦

略について話を聞きました。

政府は年カーボンニュートラルを目指し、今後年間で兆円を超える官民の

GX 投資の実現に向け、年度から年間で、兆円規模の GX 経済移行債（脱炭素成

長型経済構造移行債）を発行し、GX の推進に関する技術開発やインフラ整備などを進

めていくこととしています。この GX 経済移行債の償還財源として、年度から化石燃

料の輸入事業者等（精製元売会社など）に対して、輸入等する化石燃料に由来する CO
の量に応じて、化石燃料賦課金を徴収することになっています。

若林参事官は化石燃料賦課金について、「エネルギー負担の減少範囲内で当初低い負

担で導入していく」方針を示し、日本エネルギー経済研究所の試算値等をもとに、「制

度導入当初はガソリンL あたり円未満（.～.円）の水準で導入され、年時点

で約～円、年時点で約～円ほどの規模感が見込まれる」としました。また、

現行の石油石炭税において措置されている農林漁業用 A 重油・軽油、海運用燃油に対

する減免・還付措置については、化石燃料賦課金においても同様の措置を講じる方針を

示しました。

化石燃料賦課金に関する政府の方針に対しては、委員から「GX の推進は合成燃料ば
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かりではない。石油業界にとってはマイナスとなる化石燃料から徴収したお金が、合成

燃料分野以外の GX 推進を進めていくための予算としても使われる。これによって石油

業界がさらに不利な状況に追い込まれては元も子もない」「ガソリンや灯油などの消費

量が多い地方の方々の負担が大きく、消費者の直接的なメリットが見出しにくい」「石

油業界の未来が見出せるよう、合成燃料等の次世代エネルギーの開発と早期実用化に使

ってほしい」などと訴えました。

 合成燃料の早期実用化や電動車問題等を踏まえた SS 経営の方向性等に関する

情報収集等

資源エネルギー庁は月日に、資源・燃料分科会脱炭素燃料政策小委員会を開催

し、年カーボンニュートラル（CN）の実現に向け、可搬性・貯蔵性・エネルギー

密度に優れた液体燃料の有効活用と、合成燃料の本格的な商用実用化までのインターバ

ル期間と合成燃料の商用実用化期における液体燃料の低炭素化を進めていくため、ガソ

リンへのバイオエタノールの導入拡大を図っていくこととし、年度までにガソリン

にバイオエタノールを最大濃度、年度までに混合する方針を決めました。

ガソリンや軽油といった化石燃料は、国民生活や経済活動に不可欠なエネルギーであ

るものの、人口減少や少子高齢化の進展等、社会構造の急速な変化によって、需要減が

顕在化。年 CN の実現に向けては、運輸部門における温室効果ガス（GHG）排出

量の削減が喫緊の課題となっています。政府は年乗用車新車販売で電動車方

針を掲げ、EV や PHV、FCV、HV などの電動車の普及促進を図る一方、液体燃料の

大きなメリットに着目し、CN 実現への切り札として期待される合成燃料についても、

当初は年代とされていた商用化時期を年代前半にまで前倒しする目標を新たな

に掲げるなど、元売会社などが取り組む技術開発等を積極的に後押ししています。

合成燃料の商用化が本格化していく年代前半以降までの間についても、液体燃料

の低炭素化を図っていくための取り組みとして、ガソリンへのバイオエタノールの導入

拡大についても推進していくこととし、合成燃料の商用実用化が実現された際には、バ

イオ燃料と合成燃料の活用によって、さらなる液体燃料の CN 化を実現させていくこと

としています。

具体的には、年度までに、一部地域における直接混合も含めたバイオエタノール

の導入拡大を通じて、最大濃度の Eガソリンの供給を開始。また、年代ので

きるだけ早期に、乗用車の新車販売における E対応車の比率をとすることを目

指し、その上で、年度から対応車両の普及状況やサプライチェーンの対策状況など

を見極め、対象地域や規模の拡大を図りながら、Eガソリンの供給開始を追求するこ

ととしました。

現状、ガソリンへのバイオエタノールの導入については、エネルギー供給構造高度化

法に基づく告示により、石油精製元売会社に対し、バイオエタノールの利用を義務付

け。年度以降、原油換算万 KL のバイオエタノールの導入について、ガソリンへ

のバイオ ETBE 混合で実施しています。

また、今後のバイオエタノールの導入拡大に向け、ガソリンへの混合比率の引き上げ

やバイオエタノールの直接混合についても取り扱っていくことが有効としました。

Eまでの燃料品質については、『揮発油等の品質の確保等に関する法律（品確法）』

や道路運送車両法において燃料規格が定められていますが、Eを超えるバイオエタ

ノールや ETBE を導入する場合、燃料の安全性や排ガス基準への影響などの検証が不
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可欠となっており、新たな基準の策定が必要となります。

さらにバイオエタノールの導入拡大には、大型タンカーでの輸入、燃料タンクでの受

け入れ、製油所・油槽所でのガソリンへのブレンディングや専用タンクでの保管、タン

クローリーでの各 SS への輸送といったサプライチェーンでの腐食対応や水分混入対策

などに新たな設備投資が必要となることが想定されています。SS においても、E水準

を超えるバイオエタノールを取り扱う場合、SS の地下タンクや計量機等の腐食防止対

策に加え、バイオエタノール混合比率が高いガソリンをどのような形で供給・販売して

いくかも課題となっています。

他方、車側の対応についても、Eに対応した車はすでに販売されているものの、E
水準を超える車については、検証を踏まえた新たな基準の策定やそれに基づく型式登

録が必要となってきます。さらに、ストックベースでの対応車両の普及と並行して、

SS 側、車側の双方による誤給油防止のための取り組みも重要になってきます。

こうした状況を踏まえ、資源エネルギー庁は合成燃料の早期商用実用化に向けた環境

整備や技術開発などを促進する合成燃料官民協議会について、ガソリンへのバイオエタ

ノールの導入促進策等についても検討していくため、「次世代燃料の導入促進に向けた

官民協議会」に名称変更を行いました。同官民協議会に新たに「ガソリンへのバイオエ

タノールの導入拡大に向けたアクションプラン策定タスクフォース（バイエタ TF）」

を設置するとともに、バイエタ TF に「燃料品質・車両規格チーム」「燃料調達チーム」

「供給インフラチーム」のつのチームを立ち上げ、アクションプランの素案作成に取

り組んでいくこととしました。全石連は「供給インフラチーム」に参画し、意見具申等

を行っていくこととしています。

 SS ネットワーク維持強化に資する制度上の課題に向けた対応について

自民党・石油流通問題議員連盟「SS の新たな利活用をめざす PT」は、前年度に引

き続き、SS のユニバーサルサービス確保に向けた『新たな枠組み』の検討に着手しま

した。

全石連からは、◯不当廉売規制の抑止力強化を図る施策の実現など競争政策、◯

SS の災害対応力強化（予算等）に加え、中小 SS を核とする SS ネットワークの維持・

強化を図る施策の実現などエネルギー政策、◯賃上げ、価格転嫁、人手不足対策な

ど中小企業政策、◯SS の事業再構築・経営力強化等支援の強化など予算措置に加

え、石油関連税制のあり方―といったつの論点を提示し、議論いただきたい旨要請を

行いました。

同 PT では、全石連をはじめ、経済産業省（資源エネルギー庁、中小企業庁）、総務

省、公正取引委員会など、関係省庁などからのヒアリングなどを行い、当面の対応策に

ついて検討を行った結果、ガソリン廉売問題や『災害協定と官公需の一体化』に向けた

取り組み、SS 過疎地対策、燃料油価格激変緩和対策事業のソフトランディングに向け

た出口戦略など、石油販売業界が抱える課題の進捗状況と今後の検討の方向性について

取りまとめ、月日に開催された議連総会において決定しました。

一方、全石連の森洋会長と全国石油政治連盟の西尾恒太会長は、SS ネットワークの

維持・強化に向けた SS の経営力強化支援等、予算・税制・政策要望を盛り込んだ『SS
業界に対する特別支援要望』を逢沢一郎会長ら同議連役員に手交しました。

また、同 PT では月日に開催した会合で、SS ネットワーク維持策の具現化に向

け、今年度補正予算の策定も視野に、国等による SS 経営力強化に向けた政策支援の拡
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充、そして、法改正や新規立法も視野に入れた『新しい枠組み』の構築に向けた“秋の

陣”の議論をスタートしました。この結果、月日の会合で国民生活に必要不可欠な

社会インフラである SS ネットワークの維持・強化に向けた『課題の進捗状況と今後の

検討の方向性』について検討し、議連総会に上程、月日の総会において、満場一致

で了承されました。

 SS の人手不足対策、外国人労働者問題に対する取組みについて

政策・環境部会では月日の会合で、外国人労働者問題の最近の動向について報告

しました。「技能実習制度」に代わる新制度「育成就労制度」を新設する法改正が月

に可決。年月までに施行される予定となっています。

「育成就労制度」は就労期間が年間で、より技能レベルの高い「特定技能」に移行

しやすくして長期の就労に道を開くものです。技能実習は国際貢献のための人材育成を

目的に据えており、実習後は帰国することが前提となっていました。技能実習では原則

年間転職を認めていないことから、劣悪な労働環境などに耐えられず外国人労働者が

失踪する事例も相次いでいました。新制度は本人意向の転職を制限できる期間を業種ご

とに～年の間で設定できることになります。加えて日本語や技能などの条件を満た

すことなどが条件となります。

一方、政府は外国人を中長期的に受け入れる「特定技能制度」の対象にトラック運転

手などの自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の分野を追加し、対象分野を現在の

からに広げる方針を決定しました。

また、SS の人材確保策として、スキマバイトの活用についても検討してきました

が、共同事業部会において事業化に向けた検討が進められています。

 女性経営者の活躍推進に向けた支援

石油販売業界における女性活躍推進に向けた取り組みの一環として、女性の SS 経営

者約名にアンケートをとったところ、「情報交換できる横の繋がりを増やしたい」

「女性の講演者の話を聞きたい」という声が多かったことから、異業種の女性経営者に

講師を依頼し SS 経営者向け講演会および懇親会を月日に実施しました。全国から

数名の女性 SS 経営者がリアル参加するとともに、業界関係者約名がオンラインに

て参加しました。

講師として登壇頂いたのは、発酵食品を作る際に欠かせない麹の醸造機械メーカーで

全国約割のトップシェアを誇る岡山県のフジワラテクノアートの藤原加奈副社長。

大学時代に先代の父親を亡くし、社長である母親と二人三脚で経営されてきたご苦労や

逆境を乗り越えてきた経緯を中心に講演頂きました。SS 業界もまた家族経営が主流で

あり、事業承継や家庭との両立に悩む女性経営者が参加者の中にも多かったことから、

藤原副社長の経験談に多くの共感が寄せられました。

また、藤原副社長は、まだ組織の中では少数派である女性職員が働きやすい環境を整

えるために日頃から悩みをヒアリングしたり、大多数の男性職員に対して女性職員への

理解を深めるような研修を実施したりすることで、男女が相互に尊重し合えるような職

場環境や人材育成に力を入れてきました。こうした取り組みに対しても、可能な範囲か

ら自社でも取り入れてみたいという参加者の声が多く、SS 業界でも参考になる事例と

してご紹介頂きました。

講演会後、一部の会場参加者で実施した懇親会も、日頃接点のない女性経営者同士で
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意見交換ができて大変有意義だったため、今後も会合を継続してほしいという声が多く

寄せられました。次年度以降は、参加者からのアンケートの回答などを参考にしなが

ら、より多くの方が交流できる会合にできるよう、運営方法については再度検討してい

きます。

 改正物流効率化法に基づく規制措置の導入について

物流は国民生活・経済を支える社会インフラですが、働き方改革に関する法律が

年月から適用される一方で、物流の停滞が懸念される「年問題」に直面していま

す。

このため、政府は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車

運送事業法（物流効率化法）を改正し、荷主・物流事業者間の商慣行の見直し、荷待ち・

荷役等時間の削減や積載効率の向上等を図るため、荷主・物流事業者に対する規制的措

置を導入することになりました。

このため、政策・環境部会では月日開催の部会に、経済産業省商務・サービスグ

ループ消費・流通政策課物流企画室の担当者を招いて、改正物流効率化法の具体的内容

について説明いただくなど情報収集に努めました。

全石連では、引き続き、改正物流効率化法の施行状況や特定事業者の指定手続きな

ど、今後の改正物流効率化法の動向等について注視し、組合員はじめ関係者への情報提

供に努めていきます。

◇荷主・物流事業者に対する規制的措置の概要

．すべての事業者

○◯荷主（発荷主、着荷主）、◯物流事業者（トラック事業者等）に対し、物流効

率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が

判断基準を策定

○上記◯◯の事業者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、

調査・公表を実施（年月日施行）

※石油販売業者やローリー配送事業者も該当

．一定規模以上の事業者

○上記◯◯の事業者のうち一定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中長期計画

の作成や定期報告等を義務付け、努力義務に係る措置の実施状況が不十分な場

合、国が勧告・命令を実施。

○特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

．特定事業者の指定基準（年月施行予定）

◯特定荷主（発荷主、着荷主）取扱貨物の重量万トン以上（ガソリン換算で

万 KL）

※一部の大手石油販売業者が該当

◯特定貨物自動車運送事業者等保有車両台数台以上

※一部の大手ローリー配送事業者が該当
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．災害対策・官公需部会関係事業

 石油販売業の災害対応力強化に向けた具体的取組の推進、情報提供（BCP 策定、緊

急時連絡網整備、電動化に伴う災害リスク等）

年月日～月日まで、北海道地方協同組合並びに都府県石油組合（全

組合）を対象に、『官公需実績（年度）及び災害対策に関するアンケート調査』

を実施しました。

その中で、災害時の組合員または支部・班などとの連絡手段について聞いたところ

（複数回答可）、携帯電話が組合と最も多く、次いで FAX が組合、E メールが組

合、LINE が組合などとなりました。一方、安否確認サービスを利用しているところ

が組合、衛星電話を使っているところが組合ありました。BCP 又は SS マニュア

ルについては、整備済みが組合、現在検討中が組合などとなりました。

国や自治体との災害協定締結状況については、国等、自治体（水道公社・企業団

等を含む）、通信会社等公益事業者、締結数合計（年月日時点）とい

う結果となり、昨年比で締結先は箇所増加しました。

また、非常用自家発電設備を配備し、災害時の地域住民らの燃料供給の拠り所となる

『住民拠点 SS』については、年月末時点で,箇所となりました。また、本年

度も昨年度に引き続き、自費等で自家発電機の設置を行った SS が、『住民拠点 SS』と

しての機能を担うボランタリー『住民拠点 SS』の登録を継続し、災害に備えたネット

ワーク構築に努めました。

 国等の契約の基本方針に対するフォローアップ調査

本年度も、全国の石油組合の協力を得て、年度における官公需の実績調査を行い

ました。年度の官公需実績は、年度に対し、受注数量は下回りましたが、受注

金額は上回る結果となりました。

（官公需受注実績概要）

対象北海道地方協同組合、都府県石油組合

受注数量（全国）,KL（年度,KL）－,KL
受注金額（全国）,百万円（年度,百万円）＋百万円

 災害協定と官公需の一体化の推進、国等の契約の基本方針の改定に向けた取組

官公需契約に関して、国等の機関や地方自治体の中には、平時は競争入札で県外業者

等から安値調達を行いながら、災害時に県外業者等が供給できなくなると、災害協定を

盾に地元石油組合・組合員に燃料供給を要請し、平時に戻ると再び競争入札で県外業者

等からの安値調達を行う、いわゆる災害協定の「いいとこ取り」の発生が懸念されるこ

とから、その是正・改善を図るべく、自民党・石油流通問題議員連盟並びに SS の新た

な利活用をめざすプロジェクトチーム（PT）に訴えてきました。

石油流通議連並びに PT では、「いいとこ取り」の抜本的な改善に向けた災害協定と

官公需の一体化の推進を図るべく、全石連・石油組合と経済産業省・資源エネルギー

庁・中小企業庁・総務省等、関係省庁が連携して取り組むべきとの提言を受け、全石連

では全国石油政治連盟と協力して、まずは地方公共団体の改善を図るため、都道府県議

会議員や地方議会との連携強化に取り組みました。

その結果、顧問議員を擁する石油組合が府県に、自民党都道府県連の中に石油流通
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に関する議員連盟を設置する石油組合が都道県になりました（年月現在）。

また、東京都内にある地域医療機能推進機構（JCHO）本部及び国立病院機構

（NHO）本部を訪問するとともに、全国国立大学病院事務部長会議に出席し、災害時に

備えた石油製品の安定供給体制の構築に向けた災害協定と官公需の一体化の重要性につ

いて説明し理解を求めました。

さらに、各地方経済産業局が開催する災害時燃料供給に関するブロック会議に参加

し、同様の説明を行った上で自治体に対して理解を求めました。

政府は月日に官公需法に基づく年度「中小企業者に関する国等の契約の基本

方針」を閣議決定しました。この中で、中小石油販売業者に対する配慮として、国また

国等の関係機関や地方公共団体との間で災害協定を締結している石油組合について、災

害時だけでなく、平時から燃料安定供給体制を維持していく環境を維持していくことの

重要性に鑑み、『随意契約』に留意するとともに、『一般競争入札』および『分離・分割

発注』の取り組みにより、災害協定を締結している石油組合および同協定に参加してい

る中小石油販売業者（組合員）の受注機会の増大に努める必要性が明記されました。

そのうえで、◯一般競争入札により調達する場合には、災害協定を締結しているこ

と、国等または地方公共団体の管内に燃料供給拠点を有することなど、適切な地域要件

設定の必要性が盛り込まれました。また、◯災害協定を締結している石油組合を活用し

て円滑な燃料調達ができると認められ、石油組合との契約が管内の燃料供給拠点の維持

に必要な場合は、調達を費用対効果において優れたものとすることなどを十分に検討し

つつ、随意契約を行うことができると明記。さらに、◯災害協定を締結している石油組

合および同協定に参加している中小石油販売業者（組合員）を活用して円滑な燃料調達

ができると認められる場合には、極力、分離・分割発注を行うこととしました。

近年、災害が各地で頻発する中、被災地の災害対応拠点となる自治体庁舎や、地域住

民らの生命を守る避難所や病院、警察・消防署といった公的施設などにおける燃料の安

定供給確保が喫緊の課題となっており、災害時の燃料供給協定を締結している石油組合

および同協定に参加している中小石油販売業者（組合員）に係る受注機会の増大に努め

るべきとしました。

同基本方針の閣議決定を受けて、経済産業省は大臣名で各府省の大臣ら長並びに都道

府県知事宛てに、同基本方針に準じた措置として、中小企業・小規模事業者の受注機会

の増大に努めることや、同基本方針の周知徹底に取り組むよう要請した。また、各都道

府県知事に対しては、「中小石油販売業者に対する配慮」措置を講じるなど、中小 SS
を中心とした石油の安定供給の重要性に鑑み、災害協定や随意契約、地域要件の設定な

どに取り組むよう求めました。

一方、「いいとこ取り」の抜本的な解消に向けて、石油流通議連の逢沢一郎会長は、

同議連に加盟するすべての国会議員に対し、地元石油組合幹部と協議し、地元選挙区に

おける個別具体的な問題点を把握し、その解決に向けて当該石油組合と連携して、国の

出先機関、地方公共団体さらには地方議会等に積極的な働きかけを行うよう要請しまし

た。

全国油政連では、石油流通議連のこうした取り組みを後押しするため、災害対策・官

公需部会に対し、石油組合側からも同議連加盟の国会議員にアプローチし、『災害協定

と官公需の一体化』の実現に向けた取り組みの実施を要請。災害対策・官公需部会とし

て宇佐美部会長名で全国の石油組合に対し要請文書は発出しました。

引き続き、こうした取り組みをフォローアップしていくとともに、中小石油販売業者
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の受注機会の増大のサポートを図っていきます。

 官公需カードシステム普及拡大に向けた石油組合へのサポート

本会では本システムの石油組合への普及拡大に向けて積極的な情報提供を継続して行

っています。

年度までに、岩手県、長野県、神奈川県、和歌山県、広島県の各石油組合が本シ

ステムを導入しており、加えて北海道の釧根地方石油業協同組合が年度から会計処

理の部分のみ本システムの導入を開始しました。システム会社との取り決めにより、導

入する組合数に応じて、段階的にシステム利用料が低減されることとなっており、導入

中である組合のコスト負担の軽減、また導入を検討している組合のハードルを下げるた

め、各種機会を通じて周知広報を行いました。

また、各石油組合が本システムの導入に向けた検討を進めやすくするため、契約先数

とおおよその参加 SS 数を入力すれば、初期費用と月次利用料の概算が自動で算出され

る計算シートを作成しました。システム会社に問い合わせずとも、簡易的に費用が試算

できるため、本システム導入の検討材料として石油組合に提供しています。

引き続き、石油組合に対して官公需契約の実績向上へのサポートと並行して本システ

ムの普及拡大に向けた情報提供、支援に努めて参ります。

．環境対応型石油製品販売業支援事業

地下タンク等の漏洩検査を確実に行うことによって、油流出が原因の土壌汚染を未然防

止し、SS 周辺の環境保全を確保しながら石油製品の安定供給を行うことを目的として、

環境対応型石油製品販売業支援事業（国庫補助事業）を実施しました。

本事業では、消防法令等に基づく方法によって行う地下タンク等の漏洩検査費用補助で

ある「土壌汚染検知検査補助事業」をはじめ、「地下タンク・配管二次検査補助事業」、

「漏えい検査管採取物調査補助事業」、「ボーリング調査補助事業」、及び「油含有土壌等除

去補助事業」の事業を行い、申請者に対し、検査費用の一部を補助いたしました。

本年度実績は、「土壌汚染検知検査補助事業」で,件、億,万円の補助金交付

を行い、SS 内の土壌汚染の未然防止及び早期対策において十分な事業成果をあげました。

なお、本事業の執行は令和年度を以って終了し、令和年度より（一社）全国石油協

会へ移行します。

．緊急時石油製品供給安定化対策事業

災害時においても石油製品の安定供給体制を維持することを目的に、年度（平成

年度）より国からの補助金を受けて、SS の災害対応能力強化に向けた研修等を実施して

います。

本年度は、昨年度に引き続き業界独自の取り組みとして、中核 SS 等を会場とした災害

時対応実地訓練を行い、計地域において開催し、経営者や従業員など昨年より約名

多い計人が参加しました。SS において発災時を想定し、施設の安全確認、自家発電機

稼働による非常用電源への切り替え及び緊急車両へ優先給油を行う一連のオペレーション

訓練を実施しました。実地訓練後は座学講習として訓練総括を実施し、実地訓練で説明し

た発災時の初動対応（身の安全確保・二次災害防止対策・施設の応急点検等）、給油再開
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に向けた対応、給油再開後の注意点について参加者が実際に発災時に対応できるよう詳細

や写真を記載したテキストを用いて講師より説明しました。また平時の備えについても備

品の整備、初動対応計画の準備等、発災時に向けた準備の重要性を説明しました。

また、住民拠点 SS に設置された緊急用発電機の点検研修を北海道・山形県・栃木県・

鳥取県の,SS において,台実施しました（北海道は住民拠点 SS 全体の約半数を

実施）。災害時においても、SS による燃料供給を円滑に行うことを目的とし、住民拠点

SS に設置された緊急用発電機を従業員立ち合いのもと、メーカーが点検・説明し、運転

方法等について SS 従業員が改めて学習・確認する機会となりました。

加えて、中核 SS 等が自治体等主催の合同防災訓練に参加することで、災害対応能力の

向上とともに地域防災機関との連携強化が図れるとの観点から、訓練参加に係る費用の一

部を補助し、積極的な参加を促しています。本年度は、組合がか所の訓練に参加し、

中核 SS 等における緊急車両への模擬給油や、小口燃料配送拠点からの燃料配送等実動訓

練を実施しました。

（詳細については別表「年度 災害時対応実地訓練・緊急用発電機の点検研修・自治

体等主催の合同防災訓練実績一覧」の通り）
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【年度災害時対応実地訓練・緊急用発電機の点検研修・自治体等主催の合同防災訓練実績一覧】

（災害時対応実地訓練）

実施組合 開催日 参加人数

胆 振 / 

胆 振 / 

釧 根 / 

宗 谷 / 

空 知 / 

留 萌 / 

日 高 / 

青 森 / 

岩 手 / 

宮 城 / 

福 島 / 

秋 田 / 

秋 田 / 

山 形 / 

新 潟 / 

新 潟 / 

長 野 / 

群 馬 / 

茨 城 / 

千 葉 / 

埼 玉 / 

東 京 / 

東 京 / 

神奈川 / 

静 岡 / 

山 梨 / 

愛 知 / 

三 重 / 

実施組合 開催日 参加人数

岐 阜 / 

富 山 / 

石 川 / 

福 井 / 

滋 賀 / 

京 都 / 

大 阪 / 

奈 良 / 

和歌山 / 

兵 庫 / 

岡 山 / 

広 島 / 

鳥 取 / 

島 根 / 

山 口 / 

徳 島 / 

高 知 / 

愛 媛 / 

香 川 / 

福 岡 / 

大 分 / 

佐 賀 / 

長 崎 / 

熊 本 / 

宮 崎 / 

鹿児島 / 

沖 縄 / 

合 計 

（緊急用発電機の点検研修）

実施 SS 数 住民拠点 SS 数 実施率

北海道   .

山形県   .

栃木県   .

鳥取県   .

合計 , , .

――
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（自治体等主催の合同防災訓練）

組合名 自 治 体 名 実施日 訓 練 場 所

岩手 岩手県 / 遠野市総合福祉センター

福島 福島県 / 保原総合公園

秋田 秋田県 / 能代市・三種町・八峰町

秋田 緊急消防援助隊北海道東北ブロック / 秋田市割山（旧秋田空港跡地）

山形 山形県・長井市 / 長井小学校

長野 長野県 / 小諸市南城公園

群馬 群馬県 /
群馬自動車燃料販売株エクスプレス

飯塚など

東京 東京都・小平市 / 小平市立第三中学校

神奈川 神奈川県・横浜市 /
横須賀共済病院・厚木市立病院・

済生会横浜市南部病院

三重 三重県 / 四日市港

三重 中部経済産業局 / 三永産業株・昭和四日市石油株

富山 富山県 / 伏木富山港号岸壁

石川 石川県 / 津幡簡易グランド

福井 福井県 /
井田スクエア株

セルフフォルトゥーナ小浜 SS

大阪 大阪府 / 堺泉北港堺区広域防災拠点

岡山 岡山県 / 笠岡総合スポーツ公園

広島 広島県 / 広島市民病院

高知 高知県 / 高知職業能力開発短期大学

福岡 福岡県田川市 / 田川中央公園

宮崎 宮崎県 / 有丸岩石油・宮崎善仁会病院

――

．先進的技術開発等支援事業

本事業は、揮発油販売事業者等が行う先進的な技術開発・実証事業に要する費用を補助

することにより、地域における新たな燃料供給体制の構築の推進、燃料の安定供給体制の

確保を図ることを目的として実施しました。

カーボンニュートラル・過疎化・人手不足等の課題に対し、その克服に向けた新たな機

器等の技術開発を行う「技術開発事業」、地域の実情や外部環境の変化等に応じた石油製

品の効率的かつ安定的な供給の実現に向けた実証を行う「実証事業」の事業を行い、申

請者に対し費用の補助をしました。

本年度は、「技術開発事業」において、防爆仕様の EV 用急速充電器の実用化に向けた

技術開発について件の申請がありました。また、「実証事業」においては、SS における

高齢者等送迎サービス用カーシェアリングの事業化可能性実証調査について件の申請が

ありました。これら件の申請について、約億,万円の補助金を交付しました。
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．自治体による SS 承継等に向けた取組支援事業

本事業は、SS 過疎地等の自治体等が行う燃料供給に関する計画の策定や自治体が策定

した燃料供給に関する計画に基づく設備整備・設備撤去等に要する経費の全部又は一部を

補助することにより、地域における新たな燃料供給体制の構築の推進、燃料の安定供給体

制の確保を図ることを目的として実施しています。

SS 過疎地等の自治体がその地域における燃料供給拠点の維持に係る計画を策定するた

めの「燃料供給に関する計画策定事業」と、SS 過疎地等の自治体が策定した燃料供給に

関する計画に基づき当該自治体又は揮発油販売業者が行う給油所の移転・統合・新設に伴

う整備等の燃料供給体制構築に必要な設備整備・設備撤去等を行うための「燃料供給に関

する計画に基づく設備整備等事業」の事業を行い、申請者に対し費用の一部補助をしま

した。

本年度は「燃料供給に関する計画策定事業」において SS 過疎地の自治体から件の申

請があり、約万円の補助金を交付しました。

．離島のガソリン流通コスト対策事業

 離島のガソリン流通コスト対策事業

本土との物流コストの差等により、価格差が生じている離島（本土等と架橋されてい

ない離島。沖縄県を除く。）のガソリン価格を実質的に引き下げることを目的として、

対象離島の消費者に直接ガソリンを販売する販売業者に対し、ガソリンの値引き販売に

要する経費（国が定めた離島ごとの値引き額/）を補助することにより、離島におけ

る物流コスト増加分相当のガソリン価格の引き下げを推進しました。

本年度は、年月日から延べ店において事業を開始し、年月から

年月までの値引き販売分として約.億円の補助金を交付しました。

なお、年月、月の値引き販売に係る補助金は、年度事業として交付され

る予定です。

 離島のガソリン販売関係法定検査等支援事業

「離島のガソリン流通コスト対策事業」に取り組む販売業者の経営を支援し、経営基

盤の強化を図るため、ガソリン等の販売に必要な法定検査等の実施を補助しました。

本年度は件の申請に対し約.億円の補助金を交付しました。

 離島のガソリンスタンド等支援事業

前記「離島のガソリン販売関係法定検査等支援事業」と同じ趣旨で、ガソリン等の販

売に必要な設備または施設の補修、設備等の導入を補助しました。

本年度は件の申請に対し約.億円の補助金を交付しました。

．需要家における自衛的な燃料備蓄の普及啓発事業（満タン & 灯油プラス缶運動）

本事業は、大規模災害時等に系統電力や都市ガスの供給が途絶した際に、一般家庭、医

療施設、避難所等に石油製品を安定的に供給し、ライフラインの途絶を未然に阻止する体

制を確保するため、需要家（一般家庭等）における自衛的な燃料備蓄を促すことを目的と

しています。

需要家（一般家庭等）の間に自衛的な燃料備蓄の意識が高まれば、大規模災害時の SS
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店頭での混雑が回避され、被災者等の精神的負担が解消されるとともに、災害復旧にあた

る緊急車両に対する円滑な給油活動及び被災者等に対する円滑な救護活動の体制構築に大

きな効果が期待されます。

本年度は以下の普及啓発事業を実施しました。

需要家である一般消費者に対して平時からの燃料備蓄の重要性を促す取り組み（満タン

& 灯油プラス缶運動）として、◯都内会場での PR イベントの開催およびテレビ・ネッ

トニュースなどメディアによる報道を通じての PR、◯ BS 放送とのタイアップ番組での

PR、CM 放送、◯ビジネスホテルの客室広告（CM 動画配信）、◯インターネット上での

バナー広告◯ X（旧 Twitter）キャンペーン、◯イベント出展、◯計量機でのサイネージ

掲出、◯エフエム局発行の防災ハンドブックへの記事広告掲載および番組出演、◯災害対

策ハンドブック等の印刷物配布による周知、◯公式 WEB サイトでの防災関連コラム連載、

◯高速道路 SA・PA のデジタルサイネージへのポスター掲示◯平時・災害時の燃料に関

する意識及び満タン & 灯油プラス缶運動の認知度・理解度に係る WEB アンケート調

査。

．離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の構築支援事業

本事業は、離島における石油製品の安定的かつ効率的な供給体制の確保を図るため、◯

自治体、SS、需要家等による石油製品の流通合理化策や安定供給体制構築の取り組みに

対する支援、◯油槽所等の維持のための経費に対する支援を行うものです。

本年度は◯に対して件、約,万円の補助金を交付しました。

．災害時給油所地下タンク製品備蓄促進支援事業

本事業は、揮発油販売事業者等が自治体と連携して中核 SS や住民拠点 SS に一定の燃

料の備蓄を行う事業に要する費用を補助することで、災害時には住民生活や復旧活動を支

えるガソリン・軽油等の燃料供給拠点となる SS の機能を確保するとともに、SS ネット

ワークの維持・強化が図られることを目的として実施するものです。

事業費予算は億,万円で、交付決定件数は,件程度を予定しています。月

日より申請受付を開始しました。

．広報部会関係事業

 機関紙「ぜんせき」の内容充実と読みやすさの追求

◯今期も組合員の立場に立った情報の収集・提供に努めました。

高騰する物価に対応する「賃上げ」が石油販売業界の大きな課題となり、森洋会長

も度々、「賃上げは将来に向けた投資」と強調していることから、論説をはじめ紙面

で継続的にその必要性を訴える紙面を展開しました。また、今年度の補正予算で整備

機器が対象となったため、月に特集号を発行し、多くの広告を得ることができまし

た。

◯市場環境の側面からコストコ SS 網の拡大などで、一部 PBSS の廉売が激しさを増す

ことについて、組合員 SS の困窮の実態を掲載するとともに、その原資となる極端に

安い石油製品の仕入れが可能なのかという点を追及いたしました。
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◯全石連のガソリンのギフト券については、その普及促進の一助となるべく、広報活動

を拡充し、記事や無料広告などを掲載いたしました。今後も一層の協力体制を構築し

ギフト券がさらに普及されるよう支援に努めてまいります。

◯年目を迎えた燃料油価格激変緩和対策事業については、出口戦略が始動し大きな動

きがあったことから、スピーディかつ正確に内容を記事化したほか、業務グループと

連携してポスターの挟み込みを行い、周知を図りました。

このほかにも年度は SS 業界全体にとって影響力の大きな事象が多数発生した

ことから、それぞれについて組合員の立場に立って詳細に報道するなど、SS 経営に

役立つ情報の提供に努めました。

 機関紙「ぜんせき」の全員購読組合維持と全員購読組合数の拡大

年度末時点の全国の購読部数は、期首と比べて件以上の減少となっており、

減少傾向が強くなっています。

一方、年度末時点で全国都道府県中組合が、依然として購読率以上の“全

員購読”について未達成となっており、状況に変化はありません。

今期はその成果を見守りつつ、機会あるごとに広報部会委員各位に未達成の組合に対

する購読促進の呼びかけをお願いしてきました。引き続き広報部会委員各位による購読

促進の呼びかけを継続しながら、一方で収支改善及び新たな購読促進策を展開すべく、

広報部会で購読料の改定など具体的な施策を検討していく方針を確認しています。

 「ぜんせき web」の内容充実（速報性・価格情報強化等）と会員数拡大。利便性及び

新規性の追求

機関紙「ぜんせき」の web 版としての「ぜんせき web」は今期で年目を迎え、一

定の支持を得ていることは確かですか、引き続き会員数の拡大・定着に取り組むととも

に、コンテンツの一層の充実や速報体制の強化などに努めました。

具体的には新たにぜんせき web では、SS の新ビジネス展開を支援するため、WEB
セミナーによる各種専門家の意見を紹介し、動画配信によるスピード感のある経営支援

に務めました。また、SS で働くスタッフの魅力ある動画を掲載して業界のイメージア

ップに努めました。

一方、運営コストは新たな投資を含めても想定内で推移しており、コンテンツの充実

を図るべく、今後は、動画を含めて非会員の方でも閲覧可能なページをトップページ上

でより分かりやすく表示するデザイン変更や、非会員の方が「ぜんせき web」のトッ

プページから、「ぜんせき web」のメリットや活用方法を確認できる仕組みの構築など、

会員拡大に直結するデザイン変更・システム構築などに力を入れていく方針を確認して

います。

 広報事業部門の健全な事業基盤確立へ向けた課題抽出とその的確な対応。組版システ

ムの完全稼働

年度から開始した「漁港特集」については、今期は全国の漁港から北海道と高知

を抽出しカラー面で紹介したほか、農林漁業制度の紹介を大々的に掲載しました。この

結果、前期同様の委託費収入を得ることができ、今期も委託費収入の柱となりました。

「漁港特集」は、年度も引き続き発行する予定です。

課題としては、物価高騰に伴い印刷費等が大幅に値上がりした上、購読数の減少が続
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いているため、年度以降は収支の赤字化が見込まれています。購読料の値上げや一

層のコストダウンを検討し、収支改善に努めます。

 消費者広報活動の取り組み

今期も引き続き、石油連盟とタイアップして「ぜんせき」に店頭掲示用ポスターを差

し込みました。

このほか、一般消費者向け紙面として毎月回定期的に「ぜんせきお客様版」を引き

続き発行しました。石油製品に課せられた税金について一人でも多くのドライバーに知

っていただくことを最大の目的とするとともに、原油価格や為替の動向、車に関するワ

ンポイントアドバイスなども掲載し、SS 店頭で直接お客様に説明する際のツールとし

て活用していただけるよう心がけました。

さらに、年目を迎えた「満タン灯油プラス缶運動」については月日からの

スタートに合わせて記事を掲載し全石連の方針や各県石油組合の取り組みを逐一報道す

ることで、消費者広報活動としての「満タン運動」の支援に努めました。

また、ぜんせき web に「ガソスタむすめ」の紹介ページを設け、一般消費者にアピー

ルし、アクセス数も向上させました。

 会議開催

今年度は、月日、月日、月日の回、広報部会を開催し、紙面の内容、

ぜんせき web の内容、組合員全員購読へ向けた取り組み、収支改善策などについてご

議論いただきました。

フルリモート形式を回、通常形式（リモート併用）を回行いましたが、今後もこ

れまでの知見を参考に、リモート形式を含む会議形式を行うことにしております。

．満タン & 灯油プラス缶運動推進委員会関係事業

 全石連による『満タン運動』の概要

年目を迎えた『満タン灯油プラス缶運動』（以下、『満タン運動』）は、資源エ

ネルギー庁の補助金『災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進

事業』において、『石油製品利用促進対策（需要家における自衛的な燃料備蓄の普及啓

発）事業』として,万円が措置され、本会が実施主体事業者として採択されたこと

から、昨年度に続き『満タン運動』に対して、国庫支援が得られる『国民運動』として

の役割を着実に進めていくことになりました。

昨年度に引き続き資源エネルギー庁、内閣府、国土交通省の省庁の後援を得て、

『満タン運動』の公的側面を補強するとともに、経費面では石油連盟、全日本トラック

協会、日本ガソリン計量機工業会の協賛を得つつ、運動の認知・理解に努め、運動推奨

期間（～月末）内に地域事情に応じて実施する方式で、運動開始日を防災の日の

『月日』に設定し、全国一斉の運動を展開しました。

本年度も、効率的な PR 促進を考え、約,の運動参加 SS の中から『普及啓発

SS』を全国都道府県組合員数の割合に応じて、約,ヵ所を選定し、集中的に PR
活動を展開しました。SS 店頭用の PR ツールとして、ポスター、スタッフ装着用満タ

ンバッジ、災害対策ハンドブック、卓上ミニノボリ、灯油ポリタンク用袋を設置・配布

しました。



――――

また、BSのプロ野球中継とのタイアップ企画やビジネスホテルでの客室広告、

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）でのキャンペーン、高速道路 SA・PA
のデジタルサイネージ、セルフ SS 計量機で満タン運動の PR 動画の配信、公式ホーム

ページでの防災コラムの連載などを行いました。

さらに、テレビ、新聞、WEB メディアを通じた報道・PR を目的に月日には都

内で全石連主催の防災イベントを開催しました。そのほか全国の自治体やメディアなど

が開催する複数の防災イベントにも積極的に出展し、消費者に直接本運動の趣旨を説明

する活動を実施しました。

同運動における消費者の意識を探ることなどを目的にアンケート調査を本年度も実施

しました。インターネットを用いて、～歳代、男女、全国の自動車ドライバー

,人を対象に調査を行いました。調査の結果、『満タン運動』認知率は.と前年

度比.ポイント下降しており、次年度に向けての課題が残りました。

 石油組合による『満タン運動』の概要

都道府県の石油組合に「満タン運動担当委員」を選任いただき、各地での『満タン

運動』周知に向けて体制を整えていただきました。

全国の石油組合でも執行部が自治体を訪れ、『満タン運動』への理解と住民への周知

を行うよう求める活動が積極的に行われ、結果として多くの自治体の広報誌やホーム

ページで『満タン運動』が紹介されました。また、各地の防災訓練や防災イベントでも

『満タン運動』の認知向上に努めていただきました。

各自治体のホームページや広報誌では、日ごろから、災害（地震、停電等）に備え、

「災害時に役立つアイテムの確認、準備」に加えて、「車の燃料メーターが半分程度にな

ったら満タンにする」、「灯油は缶多めに備えておく」（『満タン灯油プラス缶運動』）

ことを心がけるように普及啓発が行われました。

 委員会の開催

本年度は『満タン灯油プラス缶運動推進委員会』がリモート併用で回開催（◯

年月日、◯月日、◯月日、◯年月日）されました。

委員会では、年度活動実績、年度運動方針内容、年度運動状況及び

年度運動展開方針などを中心に報告、検討が行われ、「満タン灯油プラス缶運動は、

いつ起こるかわからない災害に備えるため、国民に対しての周知が必要不可欠な運動で

あり、継続していくことが重要」との方針が示されました。

．アスファルト委員会関係事業

 需給動向

アスファルトは、道路舗装用資材の原材料となります。一般道路や高速道路で黒色に

舗装されているところはアスファルト舗装の道路で、アスファルト合材を敷き固めたも

のです。アスファルト合材は、砕石・砂などの骨材とアスファルトを所定の割合で配合

したもので、補修材料等としても用いられます。合材の生産量は、年度,万ト

ンありましたが、道路整備や公共事業の見直しにより徐々に減少、それ以降,万ト

ン前後で推移し、年度は,万トンとなっています。またアスファルトの使用量

は、年度万トンであるのに対し、近年の国内需要は万トン前後と落ち込んで
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おり、年度は万トン弱となっています。これは合材の製造において、再生合材

の製造量が増加していることが主因となっています。

アスファルトの生産は、一部元売のアスファルト事業からの完全撤退などによりその

生産拠点は縮小しました。現在アスファルトを生産・供給している元売は、ENEOS、

コスモ石油、出光興産の社体制で、最大の需要地である関東エリアを見ても比較的安

定供給していますが、コロナ禍以降は、韓国からの製品輸入が減少し、これからの安定

供給懸念が課題となっています。公共工事は、年度末に行われ、堅調に推移しています。

また、供給面では、製油所の常圧蒸留装置等の精製技術向上により、アスファルト生

産を手掛けない製油所が増加していること。需要減少下での蒸留装置の実質稼働率が低

調なことなど、需要減に対応した燃料油の生産体制によってアスファルトの生産・供給

に大きな影響が出ています。しかしながら、このような状況下においても、需要家側の

日本アスファルト合材協会と連携をとり、会員会社が相互融通しながら安定供給に努め

ました。

 市場動向

アスファルトは、ガソリン・軽油などの石油製品と同様に原油の精製過程でできる連

産品で、その価格は原油価格の影響を受けています。そのため元売から示されるアスフ

ァルトの仕切価格は、近年ではウクライナ情勢の影響による世界的なエネルギー価格の

高騰し、年月にはパレスチナ・ガザ地区を巡る紛争が起こり現在も終息の見通し

が不透明な状況です。これに加えて、年月、イスラエルによるイラン大使館爆撃に

端を発し、その後イランによる報復攻撃が行われるなど中東地域における地学的リスク

は依然くすぶり続けています。一方運送事業から要請がある運賃値上げについてもコス

ト転嫁できるように、需要家への理解を進めています。また構造的な問題である石油の

需要減に対応した燃料油の生産体制によりアスファルトの生産・供給がタイトな状況下

においても、アスファルト販売業者は変動する原油調達に係る仕入コストのほか、製油

所の精製設備や二次基地等備蓄設備の維持、運送事業者などの輸送費コスト上昇分を販

売価格に適正に転嫁することに努め採算販売に徹しました。

 経営健全化対策

◯ 支払いサイト問題

アスファルト販売業者は、元売からの仕入価格を販売価格に転嫁していますが、元

売への支払いが日サイトとなっているのに対し、需要家の支払いサイトは日以

上に及ぶケースもあります。支払いサイト問題については、年末から大口需要家

を中心に要請活動を展開しておりますが、中小の需要家は短縮に理解を示したもの

の、まだ大口需要家には浸透していないのが現状であります。今年度も、この事態を

改善するため、需要家に対し支払いサイトの短縮など支払い条件の見直しをするよう

要請を行いました。

◯ 物流の効率化

アスファルト需要の繁忙期は、道路工事など公共事業が集中する年度下半期、特に

月後半から月中旬に集中します。ただ配送を行うアスファルト専用ローリーは、

内需の減少や廃業等により台数が大幅に減少しており、繁忙期である年度末に必要台

数を確保出来ないことが多くみられます。

このため、需要家に対しては、ローリーを大型化して台あたりの配送量を増やす
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などローリー台数の減少に対応した態勢整備、受入れタンク容量の大型化についての

働きかけを行うとともに、合材工場への納入の際の業界独特の商慣習（当日オー

ダー・時間指定）の撤廃など要請をしています。

また、アスファルトの供給について、商社系販売業者は今年度も国外から調達をし

ていますが、アスファルトタンカーの老朽化に伴う船舶数減少や二次基地の不足など

物流面での制約もあり輸入への対応は難しいものがあります。

◯ 運送事業者との連携

アスファルトローリーは他の石油製品に比べ高温の液体を運ぶこと、また油種の特

性上他の油種を積載することが禁止されています。アスファルトローリードライバー

には知識と経験が求められますが、近年需要期などに運転手の確保ができず人手不足

が表面化しています。運送事業者とはドライバーの高齢化や人手不足が深刻化する事

情を踏まえ、アスファルトを安定的に供給するための配送手段を確保する対策とし

て、運送運賃の適正な価格転嫁について取り組みました。

さらにこうしたドライバー人手不足問題に加え、働き方改革関連法によりドライ

バーの労働時間が規制される「年問題」（年月日施行）対応があります。

労働時間の上限規制は、アスファルトローリードライバー確保の面においても、深刻

な影響を与える課題となっています。年度も引き続き、需要家に対して、業界特有

の商慣習の代表である時間指定や確認オーダーの廃止を訴えるように働きかけました

が、まだ道半ばとなっています。このため年度もこの問題には取り組んでいきます。

アスファルトは今後も道路新設・補修面において需要はなくなることはなく、道路

舗装用としてのアスファルトの重要性は変わることはありません。

これからの委員会活動は、厳しい業界環境の下、世界的な脱炭素の流れを認識しつ

つ、政府の GX 政策や国内外のカーボンニュートラル実現に向けた情勢を踏まえ、安

定供給体制の維持に努めていきます。また脱退した大手ディーラーに対し、再加入す

るよう働きかけを行っていくことなどがあげられます。業界の地位向上につなげてい

くことが委員会の重要な役割であると同時に、個々の企業ではできないものを委員会

が情報発信するなど会員サポートを図りながら、関係方面と連携し諸活動を展開しま

した。

 会議開催

全国支部長会議（総会）を年月日（水）石油会館で開催。会議では、年度事

業報告・決算報告と、年度事業計画案・収支予算案、役員改選案について報告し承認

されました。

年月日（水）～ 石油会館F 会議室

．その他事業等

 荷卸し時の安全対策

例年同様、ローリーから SS へ荷卸しする際の立会い義務の徹底等安全対策の励行を

図るため、総務省消防庁の協賛を得て、石油連盟及び（公社）全日本トラック協会との

共催で「荷卸し時の安全対策統一キャンペーン」を年月日より日までの週

間にわたり実施しました。

キャンペーンでは、石油組合へのポスター配布、本会ホームページへのチラシ掲載等
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実施主体 検 討 会 等

総務省消防庁 危険物等事故防止対策情報連絡会

一財）全国危険物安全協会 危険物安全週間推進協議会

地下タンク等定期点検実施制度運営委員会

FRP ライニング認定委員会

保安講習視聴覚教材検討幹事会

保安講習テキスト検討委員会

危険物保安技術協会 視聴覚教材制作委員会

防爆充電器設置におけるリスク分析・安全対策に係る検討委員会

――

により SS への安全対策の周知、徹底を図りました。

また統一キャンペーンに先立って石油組合の協力を得て石油連盟及び（公社）全日本

トラック協会との共催で毎年実施している「荷卸し時の安全対策に係る意見交換会」を

月に鹿児島県鹿児島市で開催いたしました。

 関係検討会等への参加

本会では、安全対策活動等を行っている関係省庁、団体からの呼びかけに応じ、以下

のとおり検討会等へ参加・協力しました。

 法律相談室

不当廉売を始めとする不公正取引問題や組合活動上の問題について、主に独占禁止法

の観点から、また不当な表示や過大な景品類については景品表示法の観点から、石油組

合等をサポートするため、相談に対応しました。

内部的には主に業務グループと連携し、経営部会を中心に独禁法上の視点からの考え

を提供しました。

また、本会と公正取引委員会と連絡調整等に努めました。
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．会議開催報告

．総 会

 開 催 日 時年月日（木）

 出席会員数

 主な議案の議決状況

【第一号議案】年度事業報告書について

可決・承認

【第二号議案】年度決算報告書について

可決・承認

【第三号議案】年度事業計画案について

可決・承認

【第四号議案】年度収支予算案について

可決・承認

【第五号議案】年度借入金最高限度額案について

可決・承認

【第六号議案】年度員外理事、員外監事の役員報酬額案について

可決・承認

【第七号議案】役員改選について

可決・承認

【第八号議案】次期通常総会開催地について

可決・承認

．理 事 会

月日（火）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席・書面出席

主な議案の議決状況

◯ ｢役員の在任年齢に関する規程」第条の適用除外の賛否について

可決・承認

月日（水）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席

主な議案の議決状況

◯ 年度通常総会関連議案について 可決・承認

◯ 年度通常総会について 説明・了承

◯ 通常総会・賀詞交歓会の運営方法に係るアンケート調査結果について

説明・了承

◯ 石油流通問題議員連盟総会について 説明・了承

◯ 燃料油価格激変緩和対策事業について 説明・了承

月日（木）出席理事数 名 出席方法 本人出席

議案の議決状況

◯ 会長（代表理事）、副会長、専務理事及び常務理事の選任について

可決・承認
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月日（水）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席

主な議案の議決状況

◯ 部会委員の選任および部会活動方針について 説明・了承

◯ 燃料油価格激変緩和対策事業について 説明・了承

◯ 石油関連補助金について 説明・了承

◯ 商工中金政府保有株式の売却について 説明・了承

月日（水）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席

主な議案の議決状況

◯ （令和）年度税制改正要望（案）について 可決・承認

◯ 諸規程類の一部改定（案）について 可決・承認

◯ ｢SS の新たな利活用をめざす PT」について 説明・了承

◯ （令和）年度概算要求について 説明・了承

◯ 燃料油価格激変緩和対策事業について 説明・了承

◯ ｢石油増税反対総決起大会」について 説明・了承

◯ ガソリンのギフト券事業について 説明・了承

◯ 満タン灯油プラス缶運動について 説明・了承

月日（火）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席

主な議案の議決状況

◯ 年度退任役員表彰について 可決・承認

◯ 農林漁業等事務委託費について 可決・承認

◯ 全石商・協収支状況改善策について 可決・承認

◯ 石油流通問題議員連盟「SS の新たな利活用をめざす PT」について

説明・了承

◯ ｢石油増税反対総決起大会」について 説明・了承

◯ 年度官公需実績・災害対策に関する調査結果について 説明・了承

◯ 年新年賀詞交歓会について 説明・了承

月日（水）出席理事数 名 出席方法 本人出席

主な議案の議決状況

◯ 年度事業計画骨子（案）について 可決・承認

◯ 年度収支予算（案）について 可決・承認

◯ 就業規則の改正（案）について 可決・承認

◯ 組織規程の改正（案）について 可決・承認

◯ 年度軽油特別協力金等の配分（案）について 可決・承認

◯ 年度年間会議スケジュール（案）について 可決・承認

◯ 第次エネルギー基本計画について 説明・了承

◯ 年度補正/年度当初予算について 説明・了承

◯ 年度与党税制改正大綱について 説明・了承

◯ 燃料油価格激変緩和対策事業について 説明・了承

◯ 石油流通問題議員連盟「SS の新たな利活用をめざす PT」について

説明・了承
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◯ 年度通常総会・SS ビジネス見本市について 説明・了承

◯ 年度通常総会・SS ビジネス見本市開催地について 説明・了承

．その他の会議

 全国理事長会議（全石協と合同）（回）

月日 月日 月日 月日

 全石連正副会長会議（全石協と合同）（回）

月日 月日 月日 月日 月日

 三団体正副会長・支部長・部会長連絡会議（全石協と合同）（回）

月日 月日 月日

 監事会（全石協と合同）（回）

月日 月日

 全国事務局責任者会議（回）

月日 月日

 総務部会（回）

月日 月日 月日 月日

 役員選考準備会（回）

月日 月日

 経営部会（回）

月日 月日 月日 月日 月日 月日

 SS 経営革新・次世代部会（回）

月日 月日 月日 月日 月日

 政策・環境部会（回）

月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日

 災害対策・官公需部会（回）

月日 月日 月日 月日 月日

 広報部会（回）

月日 月日 月日

 温対税還付委員会（回）

月日 月日

 軽油引取税問題協議会（回）

月日

 SS 未来フォーラム（全国石油業青年連絡協議会）（回）

月日（役員会） 月日（役員会、総会・定例会）

月日（役員会） 月日（役員会） 月日（役員会・定例会）

 ｢満タン」「プラス缶」運動推進委員会（回）

月日 月日 月日 月日

 関連会議

資源・燃料分科会 資源開発・燃料供給小委員会（回）

月日 月日 月日



――

．石油販売業日誌

日 付 事 項

月日 全石連政策・環境部会、SS 利活用 PT 報告事項整理。災害協定と官公需一体

化推進、過疎地 SS の経営実態。

月日 能登半島地震から日、傷、不安を抱えながらも前を向く。工事車両供給に

奮闘、遅れる施設・機器修理、町外避難者の帰還いつ。

月日 住民拠点 SS万ヵ所、全国 SS の割越自家発を配備。

月日 ENEOS、給油代行手数料月から改定、ガソリン円増円。軽油も円増

円に。

月日 石油流通議連 SS 利活用 PT、『新たな枠組み』の議論深化へ。エネ庁、公取委

ヒアリング、大阪・廉売実態を報告。

月日 全石連・能登半島地震被災 SS 調査、供給網維持に支援強化必要、一部は廃棄

検討中・割が資金繰り不安・不良債権化、入金遅延も。

月日 全石連調べ、SS 過疎に地域一帯の対策必要、設備老朽化で故障リスク、行政

との連携・情報共有不十分。

月日 長野、県と随契で官公需開始、災害時の対応強化図る。

月日 全石連災害対策・官公需部会、カードシステム収支試算シート作成、官公需方

針改定効果浸透に課題。

月日 政府、官公需の中小 SS 配慮明記。基本方針、閣議決定。随契留意、自治体周

知へ。

月日 経産省、中小の官公需受注配慮要請。随意契約、地域要件設定促す。

月日 ～年度内需見通し、ガソリン年度千万キロ割れ。年率.減、軽油

は.減。

月日 GW 商戦、“特需”程遠く前年並み、「期待はずれ」の声も。

月日 全石連政策・環境部会、EV 化調整局面、合成燃料 PHV に期待、『新たな枠組

み』の検討経過を注視。

太田議員参院で質問、経産省「実態把握し検討」、SS 網維持へ新ルールを。

月日 SS 利活用 PT、『新たな枠組み』具現化へ議論継続、日、石油議連総会で上

程。

月日 中企庁・事業再構築補助金、『成長分野進出枠』で SS 申請可能に、月日公

募締め切り。

月日 政府・GX 実行会議、年見据え脱炭素戦略策定へ。過度な化石燃料依存脱却

推進。

月日 総合エネ調・基本政策分科会、年 CN とエネ安保両立へ、エネルギー基本計

画策定着手。

月日 石油協会、小口運転・設備資金新規案件、保証料率の引き下げ延長。

月日 全石連、環境変化踏まえ組織運営方法検討へ、総会・新年会のあり方聴取。

月日 公取委、本社責任者「注意」件、大規模事業者を重点追跡。

月日 石油議連総会、SS 網維持・強化に支援を、課題の進歩と方向性共有。

月日 中小企業基盤整備機構、「給油許可システム」導入補助へ、省力化投資カタロ

グに掲載

月日 全石連満タン委、各組合に『満タン運動』担当委員配置、燃料備蓄の重要性啓

発で

――



――

日 付 事 項

月日 自民党石油流通問題議連、SS 網維持へ予算・税制・政策支援を、齋藤経済大

臣訪ね要望

全石連・石油協会、きょう松山で総会、四国開催は年ぶり。SS ビジネス見

本市と併催

月日 全石連・石油協会 松山総会、組合活動を通じた経営改革人誓う、森会長信

任、難局克服へ

月日 全石連・石油協会、“最後の砦”としての責務遂行誓う

月日 中企庁、事業再構築補助申請受付開始、『成長分野進出枠』SS も対象

石油議連、鈴木財務大臣訪ね要望、予算、税制政策など、SS 網維持へ支援訴

え

月日 経産省、能登半島地震対応貢献で感謝状、石川石商と石油連盟へ

月日 資源・燃料分科会、第次エネ基策定へ論点整理、SS 網強靭化合成燃料導入

促進、課題・方向性議論

月日 岸田首相、物価高配慮を強調、激変緩和対策事業延長へ、「年内に限り継続」

石連、石油増税・使途拡大など反対、年度税制改正要望固まる

月日 政府、SS 網・経営力強化へ支援明示、骨太の方針閣議決定、低炭素水素活用

促進も

月日 政府、SS 省略化、合成燃料開発後押し、『新しい資本主義』実行計画を改訂

月日 消防庁、年危険物事故状況、火災増件、流出増件、ローリー流出

減件、発生高止まり安全管理徹底を

全石連、『ガソリンのギフト券』パフォーマンスアワード、普及貢献上位組

合に表彰盾

月日 公取委・年度不当廉売「注意」件数、石油製品増件、過去年間で最

多

経産省、緩和策年内限り継続、齋藤大臣、出口は段階的、円滑に

月日 基本政策分科会、S＋E 同時達成、化石燃料はガス中心に推移、EV 販売減速

モード、エネ基検討へ識者ヒアリング

月日 JPEC、米国の低炭素燃料化動向、急速な EV 化疑問視、バイオ燃料に関心、

充電インフラ、蓄電池、高価格も懸念

月日 全石連・経営部会、従業員賃上げ実態把握へ、地域別調査の結果などを共有

月日 エネ庁元売ヒアリング、業転流通減少、需給は適正化へ、大手流通業の影響は

認識、差別化・棲み分け必要

月日 全石連、緩和策軟着陸へ政府に早期周知要望、小規模業者の視点で活動推進

月日 エネ庁、年度供給ルート別販売実績、シェア特約店.P 増、元売直営

SS.P 減.、ガソリン内需.増万キロ

月日 全石連、SS 経営革新・次世代部会、ヒント共有し新 SS 事業モデル模索、初

会合で活動方針確認

月日 エネ庁、年度供給ルート別販売実績、軽油.増、フリート減も SS 堅

調、灯油.減、SS シェアはに

月日 エネ庁、年度末全国登録 SS 数、減万ヵ所、廃止日あたり.ヵ

所、年連続で前年割れ

月日 全石連、災害対策・官公需部会、災害協定と官公需一体化推進へ、各県状況、

能登の課題共有

――



――

日 付 事 項

月日 全石連、制作・環境部会、SS 網維持へ“賢い規制”を、BDF 免税措置要望へ

全石連、G 券委、『ガソリン券』高いメリット、天野委員長、丸亀市訪ね評価

確認

月日 エネ庁・年度末都道府県別登録 SS 数、撤退増える東北・九州地方、熊本

.減で減少率最多、SS 過疎拡大懸念

月日 全石連、災害対策・官公需部会、官公需・災害協定の実態聞く、受注実績や中

小配慮有無など

月日 和久田エネ庁資源・燃料部長インタビュー、安定供給へ SS 網を維持・強化

総合エネ調、エネ高騰時対応で言及も、エネ基検討へ団体聴取

月日 エネ庁、SS 網維持へ実情・課題聴取、和久田資・燃部長が視察訪問

月日 緩和策「出口」の行方視界不良、為替相場動向、地政学リスク、自民党総裁選

月日 自動車検査登録情報協会、年度末SS あたり自動車保有台数、台増

台、ピーク時比.倍、低燃費化で需要直結せず

月日 お盆商戦、「書き入れ時」の実感薄く、台風、地震相次ぎ地域で明暗

月日 全石連、石連・木藤会長に協力要請、月日、年目始動、精販で『満タン

運動』展開へ

月日 年度SS 月間平均ガソリン販売量年連続増加.㌔㍑ 需要微増も SS 減

で上振れ

月日 地方税共同機構、軽油引取税電子申告・納付可能に、特徴者の事務負担軽減

へ、月日からスタート

全石連、『満タン運動』年目始動、自衛的備蓄の大切さ PR
月日 経産省、年度予算概算要求、石油流通関係で.億円措置、燃料供給体制強

化へ.億円

エネ庁、事業多角化モデルを視察、社訪ね課題・要望聞く

月日 全石連、『車中避難』体験イベント、『満タン運動』PR の一環で

GX 実行会議、CN 中長期戦略でたたき台提示、出光興産木藤社長、化石燃料

の活用重要

月日 全石連、政策・環境部会、あす「精販協議会」開催、SS 網維持に「賢い規制」

を

政府、緩和策補助に予備費支出、事業の段階的終了着手へ

月日 全石連、人の命守る石油位置付け明確に、「石油悪者論」排除訴え

月日 経産省、GX 推進へ.兆円を計上、年度概算要求、燃料安定供給予算も

月日 自民党石油議連・SS 利活用 PT、SS 網維持・強化へ議論再開、『新しい枠組

み』で私案提示も

月日 全石連、精販協議会で訴え、SS 網維持に質する政策を、廉売、受給問題など

議論

月日 経産省・龍崎 GX グループ長に聞く、GX はコストでなくチャンス、排出削減

と競争力強化両立へ

能登豪雨、洪水被害で SS が水没、被災も供給維持に SS 奮闘

石連、緩和策軟着陸が焦点、航空燃料不足問題、前広に情報交換

月日 災害宅策・官公需部会、能登豪雨被害・対応状況を報告、官公需推進は「三位

一体」で

月日 資源・燃料分科会、次期エネ基策定へ論点整理、全石連「新しい枠組み」で提

言

――



――

日 付 事 項

月日 ENEOS、『合成燃料』を明日のあたり前に、実証プラント完成、実用化へ一

歩

公取委、ガソリン廉売の実態解明、調査第弾は旭川など市区

月日 全石連、災害対策・官公需部会、年度官公需受注件増件、随契は約

、増件

月日 武藤容治経産大臣インタビュー、SS 網維持への取組み重要、緩和策「出口」

は軟着陸で

JPEC、CN へ合成燃料不可欠、道路分野含め利用促進提言

月日 全石連、災害対策・官公需部会、災害協定締切増件に、「いいとこ取り」

懸念も

月日 全石連、政策・環境部会、石油位置付け、SS 網維持・強化、合成燃料開発支

援、エネ基改訂へ方向性議論

油政連、供給網維持へ項目訴え、来月、石油増税反対総決起大会

月日 資エ庁、年度末、SS 過疎地増市町村に、自治体・住民 SS 事業者、三

位一体の取組み不可欠

月日 全石連、政策・環境部会、「改正物流法」概要など共有、SS への影響調査・検

討

自民党、SS 網維持・強化、合成燃料開発推進、政権公約・政策に盛る

月日 JPEC レポート、欧米で e-fuel 開発投資拡大、新興企業が続々プロジェクト、

早期実用化へ日本は政府支援必要

経産省、賃上げへ“生の声”集約を、「地方創生.」策定で支持

月日 IEA、世界エネルギー展望、化石燃料需要年後ピーク、世界の EV 販売

年までに割

月日 公取委、地域別実態調査の第弾始動、旭川市など市区を対象に、影響広域

事案は周辺地域も

自動車検査登録情報協会、年度マイカー世帯別平均保有台数、年連続

「家に台異常」

月日 エネ庁・総合エネ調基本政策分科会、NDC 検討へ需給踏まえ議論、GHG 最

低、日本の CN 順調

全石連、SS 経営革新・次世代部会、過疎地 SS へ情報提供強化、新事業モデ

ル模索

月日 与党過半数割れ、高まる地政学リスク、為替相場は円安傾向、「出口」まで

ヶ月、増す不安定要素、激変緩和措置の行方視界不良

石連、CN 推進派官民挙げて、木藤会長、米大統領選の油価格影響僅差

月日 全石連、経営部会、経営部会アンケート、従業員賃上げ「未実施」は割、う

ち割が小規模 SS
武藤経産大臣、トリガー解除に否定的味方、石油流通への影響深刻

月日 政府、賃上げ、生産性向上、投資促進、「新しい資本主義」実現へ重点施策

月日 全石連、政策・環境部会、CN 時代に沿う SS 像策定を、化石燃料賦課金、実

質的増税懸念も

公取委、沖縄の社不当廉売で警告、継続的注意事案に厳正対処

月日 政府、『GXビジョン』素案提示、液体・個体燃料の重要性指摘も

月日 エネ庁、CN 実現へバイオ燃料普及拡大、液体燃料を有効活用、年度までに

E供給

――



――

日 付 事 項

月日 石油増税反対 総決起大会、増税反対、供給網維持を、合成燃料早期実用化へ

支援訴え

月日 石油流通議連・SS 利活用 PT、“最後の砦”維持へ支援を、官公需・過疎対策

の進捗共有

全石連、経営部会、緩和策出口巡る課題整理、トリガーと補助金、複合ケース

影響など

月日 エネ庁、資源・燃料分科会、バイオ燃料導入拡大へ官民連携、エネ基策定に政

策案協議

月日 年度SS あたり微税額、万円増億万円、高まる石油諸税の重税感

全石連、SS 未来 F、成功事例共有し変化に対応、グループ討議方式で定例会

全石連、共同事業部会、スキマバイト事業化へ、『ガソリン券』進捗確認

政府、ヶ月で補助円縮減へ、激変緩和出口月日から

月日 政府、総合経済対策を閣議決定、安定供給へ SS 耐災害対策盛る

石連、G 減税の税調議論注視、木藤会長、安定供給と CN 両立を

月日 エネ庁、公取委が全石連、各府省へ要請文、コスト反映した適正価格販売を、

緩和策の出口戦略周知徹底

月日 政府、SS 網維持・強化へ億円、災害対応力・燃料備蓄・SS 経営力、年

度補正予算案閣議決定

石油協会、営業赤字増加傾向に、調査統計委、経営実態調査の進捗確認

月日 中企庁、事業再構築補助金公募、SS 業者の採択累計件、第回は新規

件、車関係ほか新分野進出も

月日 石油議連・SS 利活用 PT、緩和策出口軟着陸へ課題聴取、全石連、消費者、

自治体周知徹底訴え

月日 JPEC・AIST、合成燃料一貫製造プラント開発、コスト低減、実用化加速へ

エネ庁、自治体に灯油購入支援要請、全石連『ガソリン券』活用提案

月日 公取委、SS 過疎地の輪番制可否検討へ、地域別実態調査進捗を報告

月日 緩和策出口価格変動シミュレーション、今後ヶ月で卸価格約円上昇、転嫁

遅れた場合粗利圧縮発生も

全石連、元売、販社、燃料商社など歴訪、補助縮小に適切対応で

全石連、経営革新次世代部会、SS 未来 F との連携検討、AI 給油許可進捗説

明も

月日 精販協議会、SS、元売は適正価格販売を、エネ庁・公取委が出口戦略で要

請、全石連、販社へ周知徹底訴え

月日 自民党石油流通議連総会、SS 網維持へ多面的施策推進、SS 利活用 PT で項

目議論

月日 緩和策出口「第弾」は転嫁粛々と、店頭混雑も一時的、PB 値動き鈍く

全石連、災害対策・官公需部会、議連所属議員と連携強化、災害協定官公需、

一体化の課題解決で

月日 エネ庁、第次エネ基原案を提示、SS 網維持・経営力強化盛る

全石連、政策・環境部会、エネ基原案で意見集約へ、車関連税制議論注視

月日 政府、年度当初予算案、石油流通関連に億円措置、燃料供給体制強化で

.億円

月日 年末年始商戦、洗車手応えも G 期待外れ、寒波到来で灯油に恩恵

石連新年賀詞交換会、精販一体で安定供給確保、能登復興後押し誓う

――



――

日 付 事 項

月日 政府、GXビジョン案、低炭素技術投資促進へ、GX 実行会議で取りまと

め

月日 自民党石油流通議連総会、SS 等の復旧に支援強化必要、田中、山際、両議院

が能登視察報告

月日 全石連・石油協会、新年賀詞交歓会、安定供給へ精販連携

官民協議会、国内外開発動向を共有、バイオ、合成燃料普及で名称変更

月日 全石連・石油協会、新年賀詞交歓会、三位一体で安定供給使命を全う

月日 全石連、災害対策・官公需部会、官公需推進パンフ内容一部刷新、自治体理解

増進へ活用促す Q&A でポイント例示も

エネ研、トランプ政権、中国経済、産油国動向、不透明感増す国際石油市場

月日 中企庁、再構築補助第回公募を決定、成長分野進出枠、市場縮小要件で申請

可に、締め切りは月日

石連、出口戦略段階的対応を、油価見通し上方修正～ドル

月日 全石連、エネ基案の『脱炭素』多様に意義、石油悪者論想起を危惧「S＋E」

追求は賛同

月日 日本エネルギー経済研究所、年度油種販売見通し、ガソリン.減万

㌔㍑、石油製品内需減はやや緩和

月日 都道府県軽油引取税収入額、年度、.減億円、内需収縮で都道府

県前年割れ

公取委、旭川で不当廉売説明会、地域別調査結果など紹介

月日 エネ研、米国関税政策による経済・エネへの影響、燃料油販売は.減少予

測

月日 全石連、災害対策・官公需部会、「いいとこ取り」解消へ運動推進、鳥インフ

ル対応事例共有

全石連、エネ庁の要請組合員へ周知、法令順守体制確認・強化促す

月日 激変緩和対策事業、補助額膨らみ円越も、価格差拡大で競争激化懸念、「出

口戦略」の行方に暗雲

月日 石油協会・SS 経営実態調査自由記述 上、低マージン常態化に苦慮、税の軽

減、公平負担求める声

月日 石油協会・SS 経営実態調査自由記述 中、SS 網維持に支援拡充を、深刻な人

手不足、後継者難

月日 石油協会・SS 経営実態調査自由記述 下、“最後の砦”維持への課題・要望、

CN 化に募る疑問と不安

月日 中企庁、事業再構築補助事業、公募申請締め切りは月日、成長分野進出枠

で申請可

石連、エネ基閣議決定を評価、木藤会長、原油～㌦で推移も

月日 資エ庁、年石油製品内需、ガソリン.減万㌔㍑、灯油.減、軽

油も.減

政府、第次エネ基閣議決定、SS 網維持・強化後押し

月日 全石連、満タン委、『満タン運動』浸透へ積極 PR、今年度活動内容など確認

月日 エネ庁、SS 網維持へ課題共有、地域燃料供給フォーラムを設置、学識経験

者、自治体消費者などが参画、業界理解醸成図る

中四国石商・協、海自呉総監部と協議会設立、災害時連携を強化

帝国データ、年 SS 倒産は件、負債総額上振れ億円超

――



――

日 付 事 項

月日 経産省、第次エネ基パブコメ結果、化石燃料への理解醸成課題、SS 網維

持・強化方針示す

公取委、名古屋で不当廉売説明会、申告調査対応など巡り質疑

月日 全石連、政策・環境部会、化石燃料賦課金、負担、使途など「負の側面」懸念、

走行課税海外動向調査へ

SS 経営革新・次世代部会、小島氏招き講演会、エタノール巡る現状共有

月日 石油流通議連・SS 利活用 PT、『新しい枠組み』検討再開、全石連、課税公平

性実現訴え

資エ庁、年月末、ほぼ軒に軒自家発配備、住民拠点 SS万ヵ所

月日 全石連、法令、コンプライアンス順守徹底を、年度事業計画骨子案了承

月日 エネ庁、地域燃料供給フォーラム、石油・SS の認知向上目指す、SS 事業者有

識者など、供給網巡る課題共有

月日 官公需関係府省等副大臣会議、中小 SS 配慮「基本方針」の論点整理、緩和策

補助減に適切対応明記へ

全石連、SS 未来 F、人手不足、事業承継、新ビジネス、テーマでグループ

討論

月日 石油協会、年度 SS 経営実態調査、営業赤字企業年ぶり割越え、～ヵ

所、規模は桁増し、厳しさ浮き彫り

九州支部、法令順守の再徹底要請、長野カルテル疑義など質疑

全石連、支部・沖縄訪ねコンプラ順守訴え

月日 エネ庁、第回地域燃料供給フォーラム、災害対応力強化、過疎地供給の現状、

SS 網維持へ課題など共有

月日 総務省・年家計調査（人以上世帯）、G 平均購入量.増リットル、

最多・鳥取と最小・東京区部、都市間格差倍に拡大

月日 共同事業部会、「スキマバイト」事業が始動、SS の人手不足対策で

帝国データ、最新 SS 業況、年倒産・休業件、DI もコロナ以降で下落幅

最大

――



――

項 目 前 期 前前期 前前前期

資 産 合 計 ,, ,, ,,

純 資 産 合 計 ,, ,, ,,

事業収益合計 ,, ,, ,,

当期純利益金額 ,, ,, ,,

前年度末現在 本年度末現在 増 減

  ±

――

．参考事項

．直前事業年度の財産及び損益の状況

．組合員数の増減



――

氏 名 職制上の地位 担 当

森 洋 代表理事 会長

西 尾 恒 太 理事 副会長

喜多村　利　秀 理事 副会長 経営部会長

浜 田 忠 博 理事 副会長 総務部会長

宇佐美　三　郎 理事 副会長 災害対策・官公需部会長

出 光 泰 典 理事 副会長 政策・環境部会長

矢 島 幹 也 理事 副会長 広報部会長

大 野 　 徹 理事 副会長

三 原 英 人 理事 副会長 SS 経営革新・次世代部会長

河 辺 善 一 理事 副会長 総務部会副部会長

加 藤 庸 之 専務理事 副会長

坂 井 　 信 常務理事

菅 原 　 耕 理事

大 坂 　 功 理事

佐 藤 義 信 理事

見澤　秀　茂 理事

安 藤 順 夫 理事

茂 木 　 司 理事

原 口 克 己 理事

木 所 　 章 理事

鈴 木 裕 司 理事

巻 田 達 央 理事

亀　井　喜久雄 理事

澤 田 　 栄 理事

島 　 竜 彦 理事

鴻　野　友次郎 理事

碇 武 宏 章 理事

岡 部 憲 治 理事

永 岡 壯 三 理事

三 角 清 一 理事

玉 城 善 和 理事

内 藤 英 一 監事

高 橋 良 成 監事

和 氣 　 光 監事

――

．役員に関する事項



――

前年度末現在 本年度末現在 増 減

  ±

――

．職員数の増減及び業務運営組織図

 職員数の増減

 組織図

 事務局機構





　　　　　　　　　　　　　　　　全国石油業共済協同組合連合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 事 業 報 告 　





――――

年度事業報告

全国石油業共済協同組合連合会

．事業内容

．総務部会関係事業

 厚生事業

昨年度に引き続き、本会の理事及び監事、支部長及び都道府県石油組合理事長に対し

て、全石協中型生命共済制度への加入措置をとりました。

また、本会が主催する諸会議のリアル出席者に対しても国内旅行傷害保険に加入措置

をとり、関係者の本会事業活動を側面からサポートしました。

 教育研修事業

本年度も会員組合の運営全般・経理関係等について、個別要請のあった各支部・組合

に対し、電話対応等を中心に適確な助言・指導を行いました。また県石商・協、支部担

当者に年度末事務処理の指導も実施しました。

年月日 宮城県石商・協支部担当者会議講師（年度末事務処理）

 年度事業計画案・収支予算案の策定

本会では「組合活動を通じて経営を改革しよう」という基本スローガンのもとに、

SS ネットワークの強化、適正利益の確保による持続可能な SS 運営のための経営健全

化に取り組んでいますが、一方で、石油製品需要の減少や低収益構造が続いているこ

と、また後継者不足などの要因により石油販売業界の縮小傾向に歯止めがかからない状

況が続いています。

このような現状から、石油販売業界の全国団体である本会の事業活動においても、国

庫補助金の適正な執行とともに、費用対効果を重視した予算配分が求められています。

また、引き続き、全石商では財政問題が顕在化していることから、総務部会（浜田忠

博部会長）において、各部会が所管する事業活動項目を明確化し、一般管理費を含む事

業経費の節減、特に各部会のリモート開催の推奨等、経費削減を前提に新年度の事業計

画案の策定並びに収支予算案の編成に取り組み、収支状況の改善に努めました。

 温対税還付委員会の的確な運営

内航船燃油等を対象とする地球温暖化対策税還付制度（以下還付制度）については、

専門的事項に関する事項を農林事業グループと共管事業としています。昨年度に引き続

き、内航運送用船舶燃料等を対象とする還付制度の延長、確認数量の増強対策の推進、

還付制度の的確な対応、国際海運のカーボンニュートラルの動向に関する情報提供を目

的として、月日と月日に会議を開催いたしました。



――――

 表彰事業

◯ 国家表彰

本会の推薦により、本年度は次の各氏が、勲章・褒章の栄に浴されました。

〈褒章〉年（春）藍 綬 褒 章・安 原 秀 殿

〈勲章〉年（秋）旭日小綬章・浜 田 忠 博 殿

〈褒章〉年（秋）藍 綬 褒 章・中 村 謙 信 殿

◯ 功労役職員表彰

本年度は、通常総会（於愛媛県松山市）の席上、組織活動に功労のあった組合役

員名、優良事務局員名を表彰いたしました。

◯ 退任役員表彰

本年度の通常総会における役員改選により、退任された役員名の方々に対して、

「退任役員感謝規程」に基づき、感謝状並びに記念品を贈呈しました。

 各種組織・規程等の整備・見直し

◯ 全石連部会設置規約の一部改定

通常総会と合わせて実施している「SS ビジネス見本市」について、開始当初は広

報部会の所管事項としておりましたが、現在は「共同事業部会」の所管事項へと移管

していること、また、専門委員会として政策環境部会所管の「VOC 対策委員会」は

実質上、開催されていないことから、『全石連部会設置規約』を一部改定し、現状に

合わせた規約にしました。（月日 理事会承認）

◯ 文書管理規程の一部改定

本会事務局において、月日より稟議決裁を電子化し、ペーパーレス、業務の効

率化に努める上で、電子文書の取り扱いを可能とするために、『文書管理規程』を一

部改定しました。（月日 理事会承認）

◯ 就業規則の改定

本会の就業規則は、年の改定が最後となっており、この間、働き方改革関連法

やハラスメント防止の企業義務など、社会情勢が大きく変化しているため、現状に即

した法令順守や労働環境の改善を目的として就業規則及び各種付属規程の整備、改定

を実施しました。（月日 理事会承認）

◯ 組織規程の一部改定

本会は今後にわたり、歳の定年を迎える職員が数多く出る状況となっていること

から、事業活動内容に変更はありませんが、組織内のグループを一部統合し、管理職

人数をスリム化して業務効率を上げる必要があることから、組織規程を改定し、現在

の企画調査グループと環境・安全対策グループを統合して新たに政策グループとする

こととしました。（月日 理事会承認）



――

【加入】 年度 年度 年度

件 数 ,件 ,件 ,件

掛 金 ,万円 ,万円 ,万円

【支払】
年度 年度 年度

共済事故 保険事故 共済事故 保険事故 共済事故 保険事故

件 数 件 件 件 件 件 件

金 額 ,万円 ,万円 ,万円 ,万円 万円 ,万円

――

．共同事業部会関係事業

 自家共済事業

中小企業等協同組合法の規定に基づく共済事業として、賠償責任共済とサービスス

テーション総合共済（SS 総合共済）を都道府県石油組合の組合員向けに提供しました。

共同事業の総合パンフレットや年回発行する「共同事業インフォメーション」を活

用して、自家共済の存在を組合員に伝え、加入促進に取り組みました。

加入件数の減少は、主には SS の閉鎖、廃業を理由とする解約によるものとなってい

ます。

◯ 賠償責任共済

SS または油槽所の施設・設備の管理や運営上の過失に起因する賠償事故を補償す

る賠償責任保険と施設自体の火災事故（火災、落雷、破裂・爆発）を補償する火災共

済をセットにして提供しています。特に、賠償責任保険では、石油製品の配送業務に

起因する事故、油種を誤って販売したことによる石油ストーブからの出火も支払対象

となっている点が大きな特長になっています。

本共済にセットされている賠償責任保険での保険金支払状況が今般多発している傾

向にあるため、引受保険会社から保険料改定の申し入れがあり、協議を行った結果、

施設賠償責任保険分を増額する改定が、月日の加入・継続分から適用となりまし

た。また、約款を全石連ホームページにて掲載することで、常に閲覧が簡易にできる

ようにしました。

◯ SS 総合共済

本共済は、SS 業務上で発生する賠償事故や盗難事故に備える共済です。

元売会社を通じて系列 SS に提供されている SS 総合保険に比べ、基本掛金

（,円）が低廉なことが評価されています。

SS 総合共済の加入者向けに提供している「賠償交渉相談サービス」には、SS で発

生した賠償事故での対応について正当な賠償交渉を進めるためのアドバイスを行って

おり、加入者に役立っています。年度の相談受付件数は件でした。

お客様の車に損害を与えてしまう事故が多数を占めています。特に SS スタッフの

作業中の事故（誤給油、構内車両操作ミス）や、作業結果に起因する事故（ボルトの

締め付け不足）の比率が増える傾向にあります。



――

【加入】 年度 年度 年度

件 数 ,件 ,件 ,件

掛 金 ,万円 ,万円 ,万円

【支払】 年度 年度 年度

事故区分 支払額 件数 支払額 件数 支払額 件数

自動車管理者賠償 ,万円 件 ,万円 件 ,万円 件

生 産 物 賠 償 ,万円 件 ,万円 件 ,万円 件

施 設 賠 償 万円 件 万円 件 万円 件

ガ ラ ス 万円 件 万円 件 万円 件

盗 難 万円 件 万円 件 万円 件

動 産 総 合 万円 件 ,万円 件 万円 件

合 計 ,万円 件 ,万円 件 ,万円 件

支払余力比率
年度 年度 年度

, , ,

――

◯ 支払余力比率

中小企業等協同組合法では、共済事業を行なう組合の経営の健全性を判断するため

の基準として「共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率」を定めており、その数

値が以上であれば「共済金等の支払能力の充実が適当である」とされています。

 保険斡旋事業損害保険種目

共済事業だけでは SS 運営を取り巻く多様なリスクをカバーすることが困難なため、

SS 業界のニーズに合致する保険商品を組合員に斡旋提供しています。

◯ SS 受託自動車保険（年月 斡旋開始）

SS 総合共済では支払対象となっていない、お客様から預かった車で起こした対

人・対物事故に係る賠償をカバーするため、SS 総合共済の加入 SS に対して斡旋し

ています。

特に車検代行・斡旋を提供している SS には、積極的に加入をお勧めしています。

加入 SS のニーズ、業務形態に合わせてつの加入プランが設定されています。



――

【加入】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

掛 金 ,万円 ,万円 ,万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

【加入】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

保険料 万円 万円 万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

【加入】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

掛 金 ,万円 ,万円 ,万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

――

◯ サービスステーションマネーガード保険（年月 斡旋開始）

SS での現金盗難の損害に限定して補償する保険で、SS に保管中の現金盗難に加

え、輸送中の盗難も補償対象となっていることが特長です。

企業単位での加入であるため、全ての運営給油所での盗難損害がカバーされるとい

うメリットがある保険です。

閉店後の SS を狙った事務所荒らしやセルフ SS での釣銭機の破壊盗難が減少して

いることから、支払い事故は減少傾向にあります。

◯ SS 総合安心プラン（年月 斡旋開始）

SS 総合共済で設定されている補償額を超える高額な賠償事故が起きた際に備える

保険商品です。最新型のディーゼルエンジン車にガソリンを誤給油してしまう等、最

新装備を搭載した自動車の事故では高額な修理費が発生します。SS 総合共済に加え

て本保険に加入することで SS の負担する賠償金を少なく抑えることができます。
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【加入】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

保険料 ,万円 ,万円 ,円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

【加入】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

掛 金 万円 万円 万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

――

◯ SS 土壌浄化保険（年月 斡旋開始）

SS の地下タンク・配管からの石油製品の漏油事故によって土壌汚染事故が発生し

た場合、その土壌浄化費用および第三者に対する損害賠償金を補償するものです。従

来の保険では支払対象とならない老朽化による腐食等が原因となって発生した地下タ

ンク・配管からの石油製品の漏油事故も補償される点が特長となっています。また、

加入者、運営者、所有者のどなたかが組合員であれば保険加入が可能になりました。

土壌浄化費用は数千万円規模になるので、企業経営の継続の観点からも本保険に対

する組合員の関心は常に高いです。

◯ タイヤ預かりサービス（受託者賠償責任保険）（年月 斡旋開始）

SS 総合共済では、お客様から預かった物が盗難された場合であっても、その損害

は SS 総合共済の支払い対象外となっています。近年、SS でタイヤを購入したお客

様を対象にお客様の利便向上のサービスとして、交換した夏・冬タイヤを預かるサー

ビスを提供する SS が増えています。

本保険は、お客様から預かったタイヤが盗難されたとき、管理上の不備で損傷して

しまったときに SS が負担する賠償金が保険の対象となるものです。

◯ 中型生命グループ保険専用傷害総合保険（年月 斡旋開始）

中型生命グループ保険の加入者向けに提供している傷害保険で、事故によるケガで

入通院や手術をした際に補償される保険です。

組合員のニーズに幅広く応えられるよう、A）交通事故限定、B）就業中限定、C）

時間補償のタイプと、それぞれに天災危険補償特約を付帯したタイプの計タ

イプを提供しています。

また、日常生活の中で発生した賠償事故を補償する個人賠償責任特約にも加入でき

るようになっています。年度よりA）交通事故限定、AS）交通事故限定・天災
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【加入】 年度 年度 年度

加入者数 ,人 ,人 ,人

掛 金 ,万円 ,万円 ,万円

※加入者数は年度末時点の実績

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

【加入】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

掛 金 万円 万円 万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

【加入】 年度 年度 年度

加入組合 組合 組合 組合

　　　　加 入 S S ,SS ,SS ,SS

掛 金 万円 万円 万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

――

危険補償特約付帯のつのコースを除く全てのコースに熱中症補償危険特約をセット

しました。

◯ SS パートアルバイト専用傷害プラン（年月 斡旋開始）

SS 運営スタッフとして欠かせない存在となっているパートアルバイト従業員が、

仕事中や通勤途中の事故などでケガをした際に補償される保険商品です。加入対象者

はパートアルバイトの方々であるため、加入に当たり個々の加入者の氏名は不要で人

数のみの告知で加入できる保険です。年度より熱中症補償危険特約をセットしま

した。

◯ 地域防犯ネットワーク保険（年月 斡旋開始）

石油組合が主体となり組合員 SS 拠点に実施している「地域防犯ネットワーク事業」

を推進していくなかで、当該事業に参加する SS ならびに当該 SS で働く従業員が、

物的あるいは人的被害を被った場合に見舞金が支払われます。



――

年度加入組合帯広、釧根、紋別、長野、神奈川、高知、広島、愛媛、香川、宮崎

【加入】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

掛 金 万円 万円 万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 万円

――

◯ 官公需共同受注事業賠償責任保険（年月 斡旋開始）

石油組合が官公需適格組合の証明を受けて県庁や警察などの地方公共団体が使用す

る石油製品の共同受注を行なう「官公需共同受注事業」の推進に当たって、納入先で

発生した賠償事故について実施主体である石油組合が賠償を求められた事態に備える

保険です。

本保険に加入することで、不測の事故が発生した際の賠償リスクに対応できる他、

地方公共団体からの安心感を高めることができます。

年度には本制度の提供以来、初めて支払事例が発生しました。官公需共同事業

に参加している組合員 SS で水が混入した石油製品を納入してしまった事故が発生

し、当該組合員が加入している共済の補償額を超える賠償額となったため、事業の実

施者である石油組合が加入していた本保険でその不足分が補償されました。

 保険斡旋事業生命保険種目

◯ 中型生命グループ保険（団体定期保険）

役員・従業員の死亡退職金や弔慰金の確保に活用できる団体定期保険と本会独自の

制度として病気入院に対する「医療見舞金制度」をセットにして実施している制度で

す。

新型コロナウイルス感染症は、類感染症に分類されているため、医療見舞金制度

では、他の病気で入院した場合と同じく支払対象にしています。

年度実績では、名の新規加入者を獲得できましたが、廃業、SS 閉鎖などによる

脱退数は名となり新規加入を上回ったため、本年度末の加入者数は対前年度人

減の,人という状況になっています。

本制度では、年間（月日から翌年月日まで）の収支計算の結果、剰余金

が発生した場合は配当金として加入者に還元しています。本年度の配当金は,万

円でした。
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【加入】 年度 年度 年度

加入者 ,人 ,人 ,人

掛 金 ,万円 ,万円 ,万円

配当金 ,万円 ,万円 ,万円

配当計算期間の支払 ,万円 ,万円 ,万円

団体定期保険

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 ,万円 ,万円 ,万円

医療見舞金

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 万円 万円 ,万円

※年度は、新型コロナウイルス感染症により医療見舞金が増加

【加入】 年度 年度 年度

加入者 人 人 人

保険料 万円 万円 ,万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 ,万円 ,万円 ,万円

※件数は一時金払いと年金払いの合算

――

◯ 経営者年金保険

経営者・役員の退任慰労金を確保することを目的として利用されている年金保険で

す。既加入者の運用利回りの安定化を図るため、年度から新規加入の受付けを停

止しています。

◯ 経営者生命保険

最高億円の高額保障の設計が可能な経営者・役員向けの保険商品です。

団体扱いが適用された保険料で加入できます。



――

【加入】 年度 年度 年度

加入者 人 人 人

保険料 ,万円 ,万円 ,万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 ,万円 万円 ,万円

【加入】 年度 年度 年度

加入者 人 人 人

保険料 ,万円 ,万円 ,万円

【支払】 年度 年度 年度

件 数 件 件 件

金 額 ,万円 万円 万円

――

◯ 安心医療保険（年月 斡旋開始）

日常生活の病気・ケガでの入通院、手術の補償内容に加え、先進医療等費用補償特

約、個人賠償責任補償特約、弁護士費用総合補償特約も加入できる医療保険です。ま

た、最長歳までの加入継続が可能です。

本会が契約者となる団体契約によって、割安な保険料での加入を実現しています。

 資材共同購買事業

◯ 概要

年度は円安による仕入れ商品の値上げ等、組合員を取り巻く厳しい状況下であ

って、資材共同購買事業では組合組織のスケールメリットを生かして、組合員に良質

な商品をより安価で提供することを念頭に利用者の増加に努めました。

年度は主力のロール紙を中心とする給油伝票については仕入れ商品の値上げの

影響を受ましたが、前年度と比較して微増となりました。洗車用タオルは、需要が回

復したことにより、大幅に増加となりました。

また、電気料金削減のため電子ブレーカーや LED 照明器具、アルコール検知器、

中古車販売システム等、SS の現場におけるニーズに沿った商品の斡旋にも尽力しま

した。

毎年、実績アップを目的として実施しているキャンペーンについては、「夏先取り

フェア」（月）、最も大規模な「秋期キャンペーン」（月～月）、「年度末セール」

（月）を実施し、ロール紙、洗車用タオル、リサイクルトナー等の主力商品に加え

て、洗車機用ケミカルについても特別価格を設定して、継続利用の促進及び新規需要

の掘り起こしを行いました。

周知面では、商品カタログ「May I Help you 保存版」を組合員に配布するとと

もに、キャンペーン実施時期にタイミングを合わせて、機関紙「ぜんせき」への折り

込みチラシ「共同事業インフォメーション」を年回（月・月・月・月）発



――

年度の給油伝票・洗車用タオルの年間実績および目標達成状況

目 標 実 績 達 成 率 達成組合 前 年 度

給 油 伝 票巻 ,, ,, . 組合 組合

洗車用タオル枚 ,, ,, . 組合 組合

キャンペーン実績（～月）

目 標 実 績 達 成 率 達成組合 前 年 度

給 油 伝 票巻 , , . 組合 組合

洗車用タオル枚 , , . 組合 組合

――

行し、特別価格、新商品を案内することで、実績の向上、並びに新規取引の獲得につ

なげました。

結果として給油伝票は組合（昨年度組合）が目標を達成し、洗車用タオルは

組合が目標を達成（昨年度組合）しました（下表参照）。

キャンペーンについては、給油伝票は組合（昨年度組合）が目標を達成し、洗

車用タオルは組合が目標を達成（昨年度組合）しました（下表参照）。

◯ 給油伝票

本会で取り扱いをしている給油伝票は、感熱ロール紙（レジロール紙）と掛売用納

品書や領収証等のいわゆるノーカーボン手書伝票とに大別されます。

手書伝票は、官公需用や灯油配達用として現在でも需要がある商品で、災害による

停電等非常時においても使用する伝票として、その価値が見直されています。

また紙質、紙色や発色性能等高い品質を保っており、印刷技術についても微細な文

字の再現も可能で、かつ少ロットや特殊な印刷にも対応が可能となっております。

一方、ロール紙は汎用品で社名等の印刷も必要がないため、競合メーカーも多く存

在し、価格競争が恒常化する中で品質を最優先し、サイズ、紙質、紙色等用途に応じ

た商品を揃えております。また裏面にフルカラー印刷することが技術的に可能である

ため、不正軽油撲滅運動や消防関係の広報活動を消費者に周知する有効なツールとし

て関係先から広告を受注し、周知活動をサポートしました。

低価格品への対応としては、価格的にメリットのある輸入ロール紙をラインナップ

に加えており、トラブルもなく一定の支持を得ております。

実績については組合が年度目標達成する等、一定の成果を収めることができまし

た。

◯ タオル関係

洗車用タオルは新型コロナウイルスの影響で中止していた窓拭きサービス、車内清

掃など再開により需要環境が回復してきたところ、サンプルの提供など行い販売拡大

に努めた結果、対前年度,枚増の,,枚となりました。

◯ 封筒

本会では宛名書きが不要で SS のニーズが高い窓付き封筒、定型内規格サイズから

封入物に合わせた定形外特殊サイズの封筒、更に請求書等、機密性が要求される内容
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年度実績 年度実績 前年度対比

封筒枚 ,, ,, .

年度実績 年度実績 前年度対比

ビジネスダイアリー（A）冊 , , .

ビジネスダイアリー（B）冊 , , .

オリジナル手帳冊   .

年度実績 年度実績 前年度対比

トナーカートリッジ本 , , .

うち、リサイクル , , .

POS ファイル個 , , .

POS カード枚 , , .

――

物を入れても中身が透けることのない紙質の封筒や、用途に合わせた封筒を斡旋して

います。

年度の実績は、下表の通りです。

◯ ビジネスダイアリー・手帳

ビジネスダイアリー（A判・B判）はオリジナル手帳とともに社名印刷が可能で、

年末年始の贈答用として以前から定番の商品となっていましたが、近年では経費削減

などの影響を受けて、需要は減少傾向となっています。

年度の実績は、下表の通りです。

◯ POS 関連商品

本会ではプリンターで使用する消耗品として、インクリボンとトナーカートリッジ

を斡旋していますが、レーザープリンターが主流になっている中で、より低コストの

リサイクル方式でのトナーカートリッジの需要が高まっています。

使用済みのカートリッジを再生利用するリサイクル品は、環境にやさしい商品であ

りメーカー純正品と比較しても品質に大差がなく、価格についてもメリットがあるこ

とから、利用者からは確実に経費削減につながる商品として評価され、本会で販売す

るトナーカートリッジの約.を占め、その占有率は年々高まっています。

今年度はキャンペーンに合わせて特別価格を設定する等、拡販に努めましたが、対

前年比.となりました。

年度の実績は、下表の通りです。

◯ その他の斡旋商品

) 洗車タオル用洗剤

洗車タオルの洗濯用洗剤として約年前に本会とメーカーで共同開発した「タオ

ルクリーン SS」は一般の洗剤と比較して、洗浄能力の高さ、色落ち軽減、タオル
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年度実績 年度実績 前年度対比

洗車タオル用洗剤箱 , , .

年度実績 年度実績 前年度対比

洗車機用ケミカル箱 , , .

年度実績 年度実績 前年度対比

消火器本   .

――

の長寿命化等のメリットがあり、コスト削減にも寄与することから、リピーターも

着実に増加しておりますが、今年度は値上げ影響を受けて対前年比.となり

ました。

) 洗車機用ケミカル

洗車機用ケミカルは、安価で提供可能であることが最大のメリットとなっていま

す。

本年度もキャンペーンに合わせ特価を設定して拡販を図ったところ、対前年比

.となりました。

) 消火器

年月から、SS での必需品である消火器の斡旋を開始しています。本会で

は爆発のリスクが少なく、環境にも優しい窒素ガスを使用している蓄圧式粉末消火

器を安価で提供し、また購入本数の倍まで廃棄回収サービスも実施しています。

) スキマバイト紹介事業

年月から、昨今の人手不足問題の解消策としてスキマバイト紹介事業を開

始しました。

 商品券事業

年度事業計画に掲げたつのテーマについて取り組みました。

◯ 「灯油」利用のアピール

ガソリンのギフト券（以下ガソリン券）はその名称から SS ユーザーがガソリンに

しか使えないと誤認されることから、その事象の解決、また寒冷地での灯油購入の利

用拡大に取り組みました。ガソリンのギフト券委員会、共同事業部会で検討した結

果、年度から発行するガソリン券の表面デザインに、「ガソリン」、「軽油」、「灯

油」、「サービス」のつのアイコンを追加することで「灯油」にも使えることをアピー

ルする対応を取りました。

ガソリン券公式 Web サイト（以下 Web サイト）の SEO 対策として、「灯油」で

の検索結果の上位に表示されるようサイト内に「灯油にも利用できる」というメッセー

ジを追加しました。
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福島県 いわき市（月・月・月）

茨城県 日立市・高萩市・北茨城市（全て月）

実施組合 実 施 内 容

 日高地方石油業協同組合 灯油ユーザー対象のイベントで PR

 岩手県石油商業協同組合 地元ラジオ局、ミニコミ誌で PR

 福島県石油業協同組合 組合主催イベントでの PR

 新潟県石油業協同組合 地元タウン誌で PR

 群馬県石油協同組合 組合主催のイベントで PR

 栃木県石油協同組合 地元タウン誌で PR

 茨城県石油業協同組合 自治体、自動車関係団体に PR

 福井県石油業協同組合 地元 FM ラジオ局で CM 放送

 大阪府石油商業組合 防災イベント会場での PR

 島根県石油協同組合 地元新聞社主催の企画で PR

 山口県石油協同組合 地元テレビ局、ラジオ局で CM 放送

 沖縄県石油業協同組合 中古車販売業界への PR

――

◯ 自治体での採用機会のアップ

自治体事業でのガソリン券の採用機会獲得のため、自治体職員向けフリーペーパー

「自治体通信」に広告を掲載しました。

組合事務局が管内の自治体を訪問し、ガソリン券の自治体事業での活用を提案する

活動を共同で実施しました。

年月に全世帯にガソリン券を約万枚配布した香川県丸亀市を訪問し、自治

体側の評価・要望等をヒアリングし、今後の自治体事業での課題を整理しました。

月日に閣議決定された重点支援地方交付金の推進事業メニューに灯油支援が追

加され、資源エネルギー庁から自治体に重点支援地方交付金を灯油料金支援に活用す

る要請が行われました。大野徹共同事業部会部会長、天野博司ガソリンのギフト券委

員会委員長の連名で都道府県組合から自治体に灯油料金支援にガソリン券の活用を提

案する取り組みを要請しました。その成果として、長野県と鳥取県日吉津村の自治

体で住民支援策としてガソリン券が採用されました。

◯ 法人需要拡大策

Web サイトの SEO 対策として「よくあるご質問」ページに、これまで法人から寄

せられた主な質問を整理して掲載し、法人ユーザーのユーザビリティを向上させまし

た。

法人ユーザーのガソリン券に対するニーズを調査するためガソリン券を購入した法

人社に月に Web アンケートを実施しました。

地域における法人のガソリン券の周知拡大のため、組合が地元で実施する周知宣伝

活動の支援を実施しました。今年度は組合からの応募があり、多様な方法で周知活

動が行われました。
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金賞

富山県石油業協同組合

札幌地方石油業協同組合

日高地方石油業協同組合

銀賞 福島県石油業協同組合

銅賞 島根県石油協同組合

北海道は評点が同数であったので組合の受賞となりました。

――

◯ 取扱店参加率の引き上げ

本会では組合員 SS の参加SS 以上、登録率以上という目標を掲げています

が、実績の組合間格差が大きいことが課題となっています。

取扱店の登録アップのため月から月にかけ組合向けの取扱店募集キャンペーン

を実施しました。その結果、全国でSS の登録を達成しました。

取扱店の参加率を上げるための課題を抽出するため、ガソリン券事業に関する評

価・要望に関する Web アンケートを月に取扱店,社を対象に実施しました。

組合のガソリン券事業への貢献度（取扱店数、卸売販売数）を褒章することを目的

とした表彰制度「ガソリンのギフト券アワード」を今年度創設しました。貢献度の上

位組合を表彰することになっており、年度は下記の組合を表彰しました。

◯ ユーザビリティの向上

Web サイトでは取扱店の検索機能を提供していますが、ユーザーから、「取扱店の

表示方法が分かりにくいので、電話で教えてほしい」という問い合わせが徐々に増え

てきていました。表示方法の改善を図ったことで、取扱店の場所に関する電話での問

い合わせは改善前の件/月から件/月に大きく減少しました。

ユーザーに取扱店であることを視覚的に伝えるツールとして SS の計量器に貼り付

けるマグネットステッカーを作成し配布しました。本ステッカーは、取扱店のスタッ

フに自社 SS が取扱店であることを周知する効果も発揮しました。

事業計画に掲げていた項目の他にも、事業活動を進めていく過程で重要性が認めら

れたつのテーマにも取り組みました。

◯ 対外広報

ガソリン券の存在を知った広告代理店からの提案を受け、TBS 系列で放送されて

いる情報番組「ひるおび」の視聴者プレゼントコーナーでのガソリン券の CM 放送

を実施しました。月放送分ではガソリン券枚を名にプレゼントする内容に

,名の応募がありました。放送後の Web サイトのアクセス数も大きく増え、視

聴者への周知効果が確認できたので、灯油シーズン入りの月にも CM 放送を行い

ました。こちらの放送でも前回と同様の効果がありました。

◯ ガソリン券電子化の方向性の検討

ガソリン券事業への組合員の参加意欲が消極的である要因の一つとしてガソリン券

の電子版がないことにあるのではないかという指摘があり、ガソリンのギフト券委員

会、共同事業部会で、ガソリン券の電子化の方向性について検討を行いました。
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その結果、ガソリン券の完全電子化は現時点では収益性の観点から将来的な課題と

して位置づけ、先ずは取扱店から要望されている換金業務を電子化すべきとの方向性

が示されました。

◯ 事業実績

◯ 登録状況

年月末現在の取扱店は,SS、販売店は,SS となりました。

低所得者のガソリン代支援策としてガソリン券の配布を行うことになった長野県で

は県の事業実施を機に取扱店登録を行う組合員 SS が現れました。

SS の形態別に見ると、フル SS 対セルフ SS の比率は対となっています。

◯ 販売状況

今年度の販売目標万枚に対して実績は万,枚となりました。昨年度の販売

枚数万枚から丸亀市と魚津市の販売枚数万枚を差し引くと万枚となり、法人、

個人への販売枚数は前年度を超える結果となりました。

ガソリン券は自動車ディーラー、中古車販売店といった車両ビジネス以外で自動車

ユーザーを顧客に持つ、不動産販売、携帯ショップ、観光業等、様々な業種でのノベ

ルティ採用が広がっています。

組合員が実施する自社イベント、組合主催のイベントでガソリン券を採用する事案

も定例化しており、ノベルティ経費の有効利用にも貢献しています。

宇都宮市で市の予算で実施している障がい者世帯へのガソリン代補助でガソリン券

が使われていますが、年度での配布用に約万枚を販売しました。配布対象世帯

では配布枚数の拡大を要望する声が寄せられているとのことです。

◯ 回収状況

年月に丸亀市・魚津市が全世帯に配布したガソリン券が配布から間もなく利

用されたことで、香川県、富山県での回数枚数が突出して大きな数字になっています。

今年度は前年度比でアップの,枚（億万円）を換金しました。

有効期日が年月日のガソリン券は販売,枚に対し回収,枚であ

り、利用率は.となっています。
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参考登録状況（年月日現在）

組合名 組合員 SS
取 扱 店

参加率
ガソリン券
販売店合 計 フル SS セルフ SS 燃料店

北海道 ,     . 

青 森     . 

岩 手      . 

宮 城      . 

福 島      . 

秋 田      . 

山 形      . 

新 潟     . 

長 野      . 

群 馬     . 

栃 木     . 

茨 城      . 

千 葉     . 

埼 玉     . 

東 京      . 

神奈川     . 

静 岡     . 

山 梨     . 

愛 知 ,    . 

三 重     . 

岐 阜      . 

富 山     . 

石 川     . 

福 井     . 

滋 賀     . 

京 都     . 

大 阪     . 

奈 良     . 

和歌山      . 

兵 庫     . 

岡 山     . 

広 島      . 

鳥 取      . 

島 根      . 

山 口     . 

徳 島     . 

高 知      . 

愛 媛     . 

香 川      . 

福 岡     . 

大 分     . 

佐 賀     . 

長 崎     . 

熊 本     . 

宮 崎     . 

鹿児島     . 

沖 縄     . 

総 計 , , , ,  . ,

――
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参考販売・回収状況（年月日現在）

直 売 ガソリン券販売店 合 計 取次手数料 回収枚数

北 海 道 , , , ,(※) ,

青 森 ,  , , ,

岩 手  , , , ,

宮 城 ,  , , ,

福 島 , , , , ,

秋 田   , , ,

山 形  , , , ,

新 潟  , , , ,

長 野 , , , , ,

群 馬   , , ,

栃 木 , , , , ,

茨 城  , , , ,

千 葉 , , , 

埼 玉   , , ,

東 京 , , , , ,

神 奈 川 ,  , , ,

静 岡 ,  , , ,

山 梨    , ,

愛 知 , , , , ,

三 重    , 

岐 阜    , 

富 山  , , , ,

石 川 ,  , , ,

福 井    , ,

滋 賀    

京 都    , ,

大 阪 , , , , ,

奈 良   , 

和 歌 山    , 

兵 庫 ,  , , ,

岡 山 ,  , , ,

広 島  , , , ,

鳥 取  , , , ,

島 根  , , , ,

山 口  , , , ,

徳 島    , ,

高 知     

愛 媛 ,  , , ,

香 川 ,  , , ,

福 岡 ,  , , ,

大 分  , , , ,

佐 賀    , ,

長 崎 ,  , , ,

熊 本 ,  , , 

宮 崎  , , , ,

鹿 児 島 ,  , , ,

沖 縄  , , , ,

全 石 連 , ― , ― ―

総 計 , , , ,, ,

直売ガソリン券 web サイトや組合を通じて購入されたガソリン券
※北海道の取次手数料は、参加石協への支払合計額

――
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参考年度別の取扱店数・販売店数の推移

参考年度別の販売・回収実績（年月日現在）

発行年度 発行枚数 回収枚数 回収率 有効期日

年度 , , .
年月日

年度 , , .

年度 , , .
年月日

年度 , , .

合 計 ,, , .

回収枚数年月日までに回収した券の累計

――
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（表） 用途証明数量及び輸入実績

単位KL

年度 年度 対前年度比

用途証明数量 , , .

輸 入 実 績 , , .

――

.農林漁業部会関係事業

 国内外の状況と A 重油

無税重油の輸入と密接な関係のある WTI 原油価格は年度当初はドル台まで上昇し

ていましたが、月下旬以降はドルからドル台を推移しました。年明け後に再度

ドル台まで上昇しましたが徐々に下降し、現在はドル台となり年間を通しては高値

での推移となりました。

一方、国内の A 重油については「燃料油価格激変緩和対策事業」により補助金が適

用されており海外とは異なる値動きとなりました。同事業は当初月末で終了予定でし

たが、一定期間延長することとされた後、現行の制度は年内に限り継続されることとな

りました。しかしながら急激な見直しは影響が大きいとの観点から補助率の段階的な見

直しがされ月と月にそれぞれ約円程度の補助金額が減少される制度変更がありま

した。

大型ローリーによる A 重油納入価格は、石油情報センターの調査によると月から

月までは円台前半/リットル（消費税別 以下同じ）で推移していましたが、月、

月の補助金額の段階的な引き下げとともに上昇し、月には円台/リットルとなり

ました。

国内の需要については、日本エネルギー経済研究所の需要見通しによると A 重油全

体の販売数量は農林水産業での需要減や産業用の燃料転換が進展して.の減少が見

込まれています。また、年度も上記理由により減少が拡大し、.の減少が見込

まれています。

 無税重油関係業務

◯ 用途証明業務

輸入された A 重油が農林漁業用無税重油の制度の適用を受けるためには、あらか

じめ本会の用途確認と経済産業大臣の用途証明が毎年度必要となります。そのため本

会では農林漁業用重油の輸入業者に対し、輸入計画数量等の提出を求めその内容等に

ついて確認しました。

その結果、年度の用途証明数量は、商社合計社で昨年度同数量の万千

KL となりました。

前年度は、燃油の高騰やロシアのウクライナ侵攻の長期化などによる情勢不安定等

の影響が大きく、年間を通して輸入は千 KL にとどまりましたが、今年度は万

千 KL の輸入があり徐々に回復傾向にあります。

なお、用途証明数量・輸入実績共に商社であり、元売会社の輸入はありませんでし

た。
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◯ 確認業務

無税重油制度は輸入段階の用途証明だけでなく、本会並びに都道府県石油協同組合

が行っている販売段階の用途確認が重要な業務となっています。

用途確認業務は使途を農林漁業用に限定し輸入された A 重油が、実際に農林漁業

の用途に使用されたことを確認するために欠かすことのできないものです。組合を通

じ購入者から購入証明書を回収し、販売業者ごとに全数量確認をしています。

このため、毎月発行している共同事業ニュースや月に開催した組合の実務担当者

を対象とした担当者会議等で制度の趣旨の徹底を図りました。

 国産 A 重油関係業務

確認業務

国産 A 重油石油石炭税還付制度は、精製元売会社等が国内で精製した A 重油が確実

に農林漁業の用途に使用されたことを確認するものです。確認されれば精製元売会社等

が国に納めた石油石炭税が還付される制度となっており、本会では国の依頼を受け農林

漁業用として使用されたことの確認業務を実施しています。

本会ではホームページ（石油広場）でのインターネットによる制度周知の他、機関紙

ぜんせきを利用した制度の PR 並びに周知用チラシ等の配布やパンフレットを利用した

周知を行いました。

この他に組合に対する期中管理を行うなど確認数量の増強対策を併せて実施しました。

また国産 A 重油総括表作成支援システムを石油広場で無償配布を行っており、登録

業者が使用することにより簡便に提出できるようになっています。

こうした対策を行った結果にもかかわらず、年度の確認数量の実績は昨年に比べ

約.ポイント・万千 KL 少なく万千 KL となりました。

これは A 重油の高騰や台風・猛暑など天候の影響に加え暖冬も大きく影響し、農業

用ハウスの燃料需要が減る原因となりました。漁業でも従来と獲れる魚種が異なってき

ていることなどがあげられ、これは温暖化の影響ではないかと言われています。

今後も基本的には農林漁業用国産 A 重油の需要の減少は続くと考えられ、漁業はも

ちろん農業や林業の少量ロットの取りこぼしをなくし未確認数量を極力少なくしていく

ことが重要であり、そのためには登録業者との連絡を密にしていくことが必要であると

思われます。

 温対税関係業務

◯ 農林漁業用軽油の確認業務

温対税の還付制度にはいくつかの種類がある中で、本会では二つの制度を取り扱っ

ています。その内、農林漁業用軽油の集計・確認業務の全国の概算の集計結果は第

四半期から第四半期分の合計で昨年度よりも約ポイント下がり万千 KL とな

りました。この結果は第四半期分の集計を待ち年度分とし、農林水産大臣の用

途証明を受けることとしています。農林漁業用軽油は A 重油より更に少量の取り扱

いが多いことと思われますが、地道に周知を行うことで取りこぼしをなくしていくこ

とを目指します。

また、農林漁業用軽油還付制度の登録数が極端に少ない組合に対して、制度周知の

お願いや新規登録確保の要請を行いました。
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◯ 海運事業用燃油の確認業務

内航海運用の軽油・重油についても本会において集計・確認業務を行っています。

その概算の集計結果は第四半期から第四半期分で、軽油は昨年度対比約.ポイ

ント・百 KL 少なく万千 KL、A 重油は約ポイント・万千 KL 多く万

千 KL、C 重油は約ポイント・万 KL 少なく万千 KL となりました。全油

種計では万千 KL 少なく万千 KL でした。この結果は四半期ごとに国土交

通大臣の用途証明を受けています。

また、組合に対して海運事業用燃油の個別企業別期中管理を行い、数量確保の要請

を行いました。

 担当者会議の開催

都道府県石油協同組合の実務担当者を対象とした担当者会議を月にリモート併用で

開催し、無税重油、国産 A 重油、農林漁業用軽油、海運用燃油等各制度の事務手続き

の的確な運用方法や法の遵守を改めて申し入れました。

 確認業務事務委託費の交付

本会では、当初予算通り億千百万円の確認業務事務委託費を都道府県石油協同

組合に対し交付しました。

 バージ船の給油業務に関する調査

全石連では、自民党・石油流通問題議員連盟に対し、SS 経営力強化・事業再構築に

資するものの項として「船舶向け燃料販売業者の経営改革に向けた支援（例バージ船

建造支援）等」を要望項目に盛り込みました。

こうした動きを受け、バージ船の給油業務等に関する調査を行った結果、社中

社から回答があり、「新造船や点検に係る費用に関し、国庫補助は必要か」との問いに

対してはほぼ全ての回答が「必要」との意見でした。

部会では今後も定期的に調査を続けることとしています。

 各油種還付制度の啓発チラシの作成

従来の国産 A 重油還付制度のチラシに加え、新たに農林漁業用軽油及び海運事業用

燃油の種類の還付制度の啓発チラシを作成し、組合員へ配布するよう組合へ要請を行

いました。

 漁港探訪

広島県江田島市・呉市と岩手県宮古市・大船渡市の漁港等の現状を調査し、記事をぜ

んせき新聞に掲載しました。（広島月日付、岩手月日付）
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共同事業 年度実績年度

県 名
中型生命名 給油伝票巻 洗車用タオル枚

達 成 数
目 標 実績 目 標 実 績 目 標 実 績

北 海 道   , , , , 

青 森   , ○, , , 

岩 手   , ○, , ○, 

宮 城  ○ , ○, , ○,  全種目達成

福 島  ○ , ○, , ○,  全種目達成

秋 田  ○ , ○, , ○,  全種目達成

山 形  ○ , ○, , , 

新 潟  ○ , ○, , ○,  全種目達成

長 野   , ○, , , 

群 馬   , ○, , ○, 

栃 木   , , , , 

茨 城   , , , ○, 

千 葉   , , , , 

埼 玉   , , , , 

東 京  ○ , , , ○, 

神 奈 川  ○ , ○, , ○,  全種目達成

静 岡   , , , ○, 

山 梨   , ○, , ○, 

愛 知   , , , , 

三 重  ○ , ○, , ○,  全種目達成

岐 阜   , , , , 

富 山  ○ , ○, , , 

石 川   , , , , 

福 井  ○ , ○, , ○,  全種目達成

滋 賀   , , , , 

京 都   , , , , 

大 阪  ○ , ○, , , 

奈 良   , , , ○, 

和 歌 山  ○ , ○, , , 

兵 庫  ○ , , , , 

岡 山   , , , ○, 

広 島  ○ , ○, , ○,  全種目達成

鳥 取   , , , , 

島 根  ○ , ○, , , 

山 口   , ○, , ○, 

徳 島   , ○, , ○, 

高 知   , , , , 

愛 媛   , , , , 

香 川  ○ , , , , 

福 岡  ○ , , , , 

大 分  ○ , ○, , , 

佐 賀  ○ , ○, , ○,  全種目達成

長 崎  ○ , , , , 

熊 本   , , , , 

宮 崎   , ○, , ○, 

鹿 児 島   , ○, , ○, 

沖 縄  ○ , ○, , ○,  全種目達成

合 計   ,, ,, ,, ,,  全種目達成

達 成 数   

――
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共同事業 キャンペーン実積年度

県 名
ロール紙（巻) 洗車用タオル（枚) 達

成
数目 標 実 績 目 標 実 績

北 海 道 , , , , 

青 森 , ○, , ○, 

岩 手 , ○, , ○, 

宮 城 , ○, , ○, 

福 島 , ○, , ○, 

秋 田 , ○, , ○, 

山 形 , ○, , ○, 

新 潟 , ○, , ○, 

長 野 , ○, , ○, 

群 馬 , ○, , ○, 

栃 木 , , , ○, 

茨 城 , ○, , ○, 

千 葉 , ○, , ○, 

埼 玉 , , , , 

東 京 , ○, , ○, 

神 奈 川 , ○, , ○, 

静 岡 , , , ○, 

山 梨 , ○, , ○, 

愛 知 , , , ○, 

三 重 , ○, , ○, 

岐 阜 , , , ○, 

富 山 , ○, , , 

石 川 , , , , 

福 井 , ○, , ○, 

滋 賀 ,  , ○, 

京 都 , , , , 

大 阪 , , , , 

奈 良 , , , ○, 

和 歌 山 , ○, , , 

兵 庫 , , , , 

岡 山 , , , ○, 

広 島 , , , ○, 

鳥 取 ,  , ○, 

島 根 , ○, , ○, 

山 口 , ○, , ○, 

徳 島 , ○, , , 

高 知 , ○, , , 

愛 媛 , , , , 

香 川 , , , , 

福 岡 , , , , 

大 分 , ○, , , 

佐 賀 , ○, , ○, 

長 崎 , ○, , ○, 

熊 本 , , , , 

宮 崎 , ○, , ○, 

鹿 児 島 , , , ○, 

沖 縄 , ○, , ○, 

合 計 , , , ,

達 成 数  

――



――――

．SS ビジネス見本市関係

 松山 SS ビジネス見本市について

年度は松山空港に近い「アイテムえひめ」（愛媛国際貿易センター）で開催いた

しました。社ブースの出展をいただき、同一建物内で開催されました全国石油商業

組合連合会、全国石油業共済協同組合連合会、一般社団法人石油協会の団体合同の総

会出席者を含めて,名を超える方々にご来場いただきました。なお、四国支部に隣

接した中国支部からも約名に来場をいただきました。来年度の「札幌 SS ビジネス

見本市」につきましては、本年度を上回る出展社数を目指しております。

 紙上見本市について

「松山 SS ビジネス見本市」にご出展いただいた企業・団体はもとより SS 業界への関

心の深い社にご出稿いただき月日付けの機関紙ぜんせきにてページにわたり掲

載いたしました。今年も新規掲載企業が社、およびコマ数を増やしていただいた企業

が社あり、多数の企業が SS 業界に興味をもっていただいていると実感いたしました。
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 年 度 共 同 購 買 実 績 表

給油伝票（巻数) 洗車用タオル（枚) 洗車タオル用洗剤（箱) 洗車機用ケミカル（箱)トナーカートリッジ（本) 封 筒（枚) POS ファイル（冊) POS カード（枚) ダイアリー A（冊) ダイアリー B（冊)

北海道 , ,  ,    北海道

青 森 , ,    , , ,  青 森

岩 手 , ,    ,    岩 手

宮 城 , ,    , , , 宮 城

福 島 , ,    , ,    福 島

秋 田 , ,    , ,   秋 田

山 形 , ,    , ,   山 形

新 潟 , ,    , ,  新 潟

長 野 , ,    , ,    長 野

群 馬 , ,    , , ,  群 馬

栃 木 , ,    ,  ,   栃 木

茨 城 , ,    , ,   茨 城

千 葉 , ,    ,  , 千 葉

埼 玉 , ,    ,  埼 玉

東 京 , ,    , , , 東 京

神奈川 , ,    ,     神奈川

静 岡 , ,    ,  ,   静 岡

山 梨 , ,    , , 山 梨

愛 知 , ,    ,   愛 知

三 重 , ,   ,   三 重

岐 阜 , ,    , , , 岐 阜

富 山 , ,  , , 富 山

石 川 , ,   ,  石 川

福 井 , ,    , ,  福 井

滋 賀 , ,   , 滋 賀

京 都 , ,  ,  京 都

大 阪 , ,    ,    大 阪

奈 良 , ,    ,    奈 良

和歌山 , ,    ,  ,   和歌山

兵 庫 , ,    , ,    兵 庫

岡 山 , ,    ,  , 岡 山

広 島 , ,    ,   広 島

鳥 取 , ,   , , 鳥 取

島 根 , ,    , ,  島 根

山 口 , ,  , 山 口

徳 島 , ,  , , 徳 島

高 知 , ,    , ,  高 知

愛 媛 , ,    , ,   愛 媛

香 川 , ,    , , , 香 川

福 岡 , ,    ,    福 岡

大 分 , ,    ,   大 分

佐 賀 , ,    ,  , 佐 賀

長 崎 , ,    , ,    長 崎

熊 本 , ,    ,  熊 本

宮 崎 , ,    ,    宮 崎

鹿児島 , ,    , ,   鹿児島

沖 縄 , ,  , , , 沖 縄

合 計 ,, ,, , , , ,, , , , , 合 計

※洗車用タオルは贈答用も含む。
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年度 加入実績
金額単位円

自 家 共 済 部 門 保 険 斡 旋 部 門 事務委託費・報奨金

SS 総合共済 賠償責任共済
自家共済
部門

掛金合計

SS マネーガード SS 土壌浄化保険 SS 受託
自動車保険

SS 総合安心
プラン

タイヤ預かり
サービス

SS パートアルバイ
ト専用傷害プラン

中型生命用
傷害保険

中型生命グループ保険 経営者生命保険 経営者年金保険 医療保険
保険斡旋

部門
掛金合計

事務委託費 報奨金等 事務委託費・
報奨金合計

件数 掛 金 件数
掛 金

件数 掛 金 件数 掛 金 件数 掛 金 件数 掛 金 件数 掛 金 事業
所数

加入
人数 掛 金 件数 掛 金 件数 契約額

万円
掛 金 件数 契約額

万円 掛 金 件数 掛 金 件数 掛 金
火災掛金 保険料 計

北海道  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,,  , ,, , , ,

青 森  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,,  , ,, , , ,

岩 手  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,  ,, ,, ,, , ,,

宮 城  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,,  , ,,  , ,,  ,  , ,, ,, , ,,

福 島  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,,  , ,,  , ,,  , ,, ,, , ,,

秋 田  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,,  , ,, ,, , , ,

山 形  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,,  ,  , ,, ,, , ,,

新 潟  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,,  ,,  ,,  ,   ,  ,  , ,,  , ,,  , , ,, ,, , ,,

長 野  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , , ,, , , ,

群 馬  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , , ,, , , ,

栃 木  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,,  , ,, , , ,

茨 城  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,, ,, , ,,

千 葉  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,, , , ,

埼 玉  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,, , ,

東 京  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,,  ,, ,, ,, , ,,

神奈川  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,,  , ,,  ,  ,, ,, ,, , ,,

静 岡  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,   ,  ,  , ,, , , ,

山 梨  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  ,,, ,,  , ,, , , ,

愛 知  ,,  , , ,, ,,  ,  ,,  ,  ,  ,  ,  , ,,  , ,,  ,, ,, , , ,

三 重  ,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,, ,, , , ,

岐 阜  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,,   ,  , ,, , , ,

富 山  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,,  , ,, , ,

石 川  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , , ,, , , ,

福 井  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,, ,, , , ,

滋 賀  ,  , , , ,  ,  ,  ,  ,  , , ,, , ,

京 都  ,  , , , ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,   ,  , ,, , ,

大 阪  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  ,  , ,, , , ,

奈 良  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,, , ,

和歌山  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,, ,, ,, , ,,

兵 庫  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,,  , ,,  , ,,  ,  , ,, ,, , ,,

岡 山  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,, ,, , , ,

広 島  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  ,  , ,, , , ,

鳥 取  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,,  ,, ,, , , ,

島 根  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , , ,, , , ,

山 口  ,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , , ,, , ,

徳 島  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,, ,, , ,

高 知  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  , ,  , ,, , , ,

愛 媛  ,,  , , ,, ,,  ,  ,,  ,  ,  ,  ,  , , ,,  , ,, , , ,

香 川  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,, ,  , ,, , , ,

福 岡  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,, ,  , ,, ,, , ,,

大 分  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,,  ,,  ,  ,  ,,  , ,,  , ,,  ,  , ,, ,, , ,,

佐 賀  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,  , ,  , ,, , , ,

長 崎  ,,  , , , ,,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,,  ,  , ,, , , ,

熊 本  ,,  , ,, ,, ,,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,,  , ,, , , ,

宮 崎  ,,  ,, ,, ,, ,,  ,  ,  ,,  ,  ,  , ,,  , ,  , ,, ,, , ,,

鹿児島  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,  ,  ,  , ,  , ,  ,  , ,, , , ,

沖 縄  ,,  , , ,, ,,  ,  ,  ,   ,  ,  , ,,  , ,  , ,, , , ,

全石連  ,,  , ,,  , ,,

合 計,,,,,,,,,,,, ,, ,, ,, ,, ,,  ,,,,,,,,,  ,,, ,, ,,,,,, ,,,,
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年度 支払実績
金額単位円

自 家 共 済 部 門 保 険 斡 旋 部 門

SS 総合共済 賠償責任共済 中型医療見舞金
自家共済部門

合計 SS マネーガード SS 土壌浄化保険 SS 受託自動車保険 SS 総合安心プラン
タイヤ預かり

サービス
SS パートアルバイト

専用傷害プラン 中型生命傷害保険
中型生命グループ

保険
経営者生命保険 経営者年金保険 医療保険

保険斡旋部門
合計

件数 金 額
火災共済 施設賠・油濁賠 計

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 掛 金 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額
件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

北海道  ,  ,  ,  ,,  ,,  ,,

青 森  ,,  ,  ,,  ,,  ,  ,,

岩 手  ,,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,  ,,

宮 城  ,,  ,  ,,  ,  ,  ,  ,  ,  ,,

福 島  ,,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,,

秋 田  ,,  ,  ,,  ,  ,

山 形  ,,  ,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,  ,,  ,  ,,

新 潟  ,,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,  ,,

長 野  ,,  ,  ,  ,,  ,  ,

群 馬  ,  ,  ,  ,  ,

栃 木  ,,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,  ,,  ,,

茨 城  ,,  ,,  ,,  ,  ,,  ,  ,

千 葉  ,,  ,,  ,,  ,  ,,

埼 玉  ,,  ,  ,  ,,

東 京  ,,  ,  ,,  ,  ,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,

神奈川  ,,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,,

静 岡  ,  ,  ,  ,  ,,

山 梨  ,,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,  ,

愛 知  ,,  ,  ,,  ,  ,

三 重  ,  ,  ,

岐 阜  ,,  ,  ,,  ,,  ,,  ,  ,

富 山  ,,  ,  ,  ,  ,  ,,  ,,  ,  ,,

石 川

福 井  ,,  ,  ,  ,  ,  ,,

滋 賀

京 都  ,  ,

大 阪  ,,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,,

奈 良  ,,  ,,  ,  ,,  ,,  ,  ,,  ,,  ,  ,,

和歌山  ,,  ,  ,,  ,  ,

兵 庫  ,,  ,  ,,  ,  ,  ,  ,

岡 山  ,  ,  ,  ,  ,

広 島  ,,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,,

鳥 取  ,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,

島 根  ,  ,,  ,,  ,,  ,  ,,  ,  ,

山 口  ,,  ,,

徳 島  ,  ,

高 知  ,  ,  ,  ,,  ,,

愛 媛  ,,  ,  ,,

香 川  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,

福 岡  ,,  ,  ,,  ,,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,,

大 分  ,,  ,,  ,  ,,  ,  ,,  ,  ,  ,  ,

佐 賀  ,  ,  ,  ,,  ,  ,  ,

長 崎  ,  ,  ,  ,,  ,  ,  ,,

熊 本  ,  ,

宮 崎  ,,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,  ,

鹿児島  ,,  ,  ,,  ,,  ,  ,,

沖 縄  ,  ,  ,  ,  ,,  ,  ,,  ,,

全石連  ,  ,  ,,  ,,

合 計  ,,  ,,  ,,  ,,  ,, ,,  ,    ,,  ,,  ,    ,,  ,,  ,,  ,,  ,, ,,
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年度 共同購買事務委託費・報奨金
単位円

◯ 共 同 購 買 事 務 委 託 費 ◯ 共 同 購 買 支 払 手 数 料 ◯ 報 奨 金
◯＋◯＋◯
総合計事務委託費 消 費 税 合 計（円) 支払手数料 消 費 税 合 計（円)

キャンペーン等 年間・年度支払分
（年度目標達成分)

合 計（円)
伝票・タオル

北海道 , , ,       ,

青 森 , , , , , , , , , ,

岩 手 , , , , , , , , , ,

宮 城 , , , , , , , , , ,

福 島 ,, , ,,    , , , ,,

秋 田 ,, , ,, , , , , , , ,,

山 形 , , , , , , , , , ,

新 潟 , , , ,, , ,, , , , ,,

長 野 , , , , , , , , , ,

群 馬 , , , , , , , , , ,,

栃 木 , , , , , , ,  , ,

茨 城 ,, , ,, , , , , , , ,,

千 葉 , , , , , , , , , ,,

埼 玉 ,  , , , ,    ,

東 京 , , ,,    , , , ,,

神奈川 , , , ,, , ,, , , , ,,

静 岡 , , ,, ,  , ,  , ,,

山 梨 , , , , , , , , , ,

愛 知 , , , , , , ,  , ,

三 重 , , , , , , , , , ,

岐 阜 , , ,    ,  , ,

富 山 , , ,    , , , ,

石 川 , , , , , ,    ,

福 井 , , , , , , , , , ,

滋 賀 ,  , , , , ,  , ,

京 都 ,  , , , ,    ,

大 阪 , , ,     , , ,

奈 良 , , , , , , ,  , ,

和歌山 , , ,    , , , ,

兵 庫 , , , , , ,    ,

岡 山 , , , , , , , , , ,,

広 島 , , , , , , , , , ,,

鳥 取 , , , , , , , , , ,

島 根 , , , , , , , , , ,

山 口 , , ,    ,  , ,

徳 島 , , , , , , , , , ,

高 知 , , ,    , , , ,

愛 媛 , , , , , ,  , , ,

香 川 , , , , , ,  , , ,

福 岡 , , , , , ,  , , ,

大 分 , , , , , , , , , ,

佐 賀 , , , ,  , ,  , ,

長 崎 , , , , , , , , , ,

熊 本 , , ,     , , ,

宮 崎 , , , ,  , , , , ,

鹿児島 , , , , , , , , , ,

沖 縄 ,, , ,,    , , , ,,

合 計 ,, ,, ,, ,, , ,, ,, ,, ,, ,,

前年度 ,, ,, ,, ,, , ,, , ,, ,, ,,
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．会議開催報告

．総 会

 開催日時年月日（木）

 出席会員数

 主な議案の議決状況

【第一号議案】年度事業報告書について

可決・承認

【第二号議案】年度決算報告書について

可決・承認

【第三号議案】年度事業計画案について

可決・承認

【第四号議案】年度収支予算案について

可決・承認

【第五号議案】年度借入金最高限度額案について

可決・承認

【第六号議案】年度員外理事、員外監事の役員報酬額案について

可決・承認

【第七号議案】役員改選について

可決・承認

【第八号議案】次期通常総会開催地について

可決・承認

．理事会

月日（火）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席・書面出席

主な議案の議決状況

◯ ｢役員の在任年齢に関する規程」第条の適用除外の賛否について

可決・承認

月日（水）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席

主な議案の議決状況

◯ 年度通常総会関連議案について 可決・承認

◯ 年度通常総会について 説明・了承

◯ 通常総会・賀詞交歓会の運営方法に係るアンケート調査結果について

説明・了承

◯ 石油流通問題議員連盟総会について 説明・了承

◯ 燃料油価格激変緩和対策事業について 説明・了承

月日（木）出席理事数 名 出席方法 本人出席

議案の議決状況

◯ 会長（代表理事）、副会長、専務理事及び常務理事の選任について

可決・承認
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月日（水）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席

主な議案の議決状況

◯ 部会委員の選任および部会活動方針について 説明・了承

◯ 燃料油価格激変緩和対策事業について 説明・了承

◯ 石油関連補助金について 説明・了承

◯ 商工中金政府保有株式の売却について 説明・了承

月日（水）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席

主な議案の議決状況

◯ （令和）年度税制改正要望（案）について 可決・承認

◯ 諸規程類の一部改定（案）について 可決・承認

◯ ｢SS の新たな利活用をめざす PT」について 説明・了承

◯ （令和）年度概算要求について 説明・了承

◯ 燃料油価格激変緩和対策事業について 説明・了承

◯ ｢石油増税反対総決起大会」について 説明・了承

◯ ガソリンのギフト券事業について 説明・了承

◯ 満タン灯油プラス缶運動について 説明・了承

月日（火）出席理事数 名 出席方法 本人出席・Web 出席

主な議案の議決状況

◯ 年度退任役員表彰について 可決・承認

◯ 農林漁業等事務委託費について 可決・承認

◯ 全石商・協収支状況改善策について 可決・承認

◯ 石油流通問題議員連盟

「SS の新たな利活用をめざす PT」について 説明・了承

◯ ｢石油増税反対総決起大会」について 説明・了承

◯ 年度官公需実績・災害対策に関する調査結果について 説明・了承

◯ 年新年賀詞交歓会について 説明・了承

月日（水）出席理事数 名 出席方法 本人出席

主な議案の議決状況

◯ 年度事業計画骨子（案）について 可決・承認

◯ 年度収支予算（案）について 可決・承認

◯ 就業規則の改正（案）について 可決・承認

◯ 組織規程の改正（案）について 可決・承認

◯ 年度軽油特別協力金等の配分（案）について 可決・承認

◯ 年度年間会議スケジュール（案）について 可決・承認

◯ 第次エネルギー基本計画について 説明・了承

◯ 年度補正/年度当初予算について 説明・了承

◯ 年度与党税制改正大綱について 説明・了承

◯ 燃料油価格激変緩和対策事業について 説明・了承

◯ 石油流通問題議員連盟

「SS の新たな利活用をめざす PT」について 説明・了承
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◯ 年度通常総会・SS ビジネス見本市について 説明・了承

◯ 年度通常総会・SS ビジネス見本市開催地について 説明・了承

．その他の会議

 全国理事長会議（全石商と合同）（回）

月日 月日 月日 月日

 全石連正副会長会議（全石商と合同）（回）

月日 月日 月日 月日 月日

 三団体正副会長・支部長・部会長連絡会議（全石商と合同）（回）

月日 月日 月日

 監事会（全石商と合同）（回）

月日 月日

 全国事務局責任者会議（回）

月日 月日

 総務部会（回）

月日 月日 月日 月日

 役員選考準備会（回）

月日 月日

 共同事業部会（回）

月日 月日 月日 月日

 農林漁業部会（回）

月日 月日 月日

 共同事業・農林漁業事業担当者会議（回）

月日

 温対税還付委員会（回）

月日 月日

 関連会議

ガソリンのギフト券委員会（回）

月日 月日 月日 月日



――

項 目 前 期 前前期 前前前期

資 産 合 計 ,,, ,,, ,,,

純 資 産 合 計 ,,, ,,, ,,,

事業収益合計 ,,, ,,, ,,,

当期純利益金額 ,, ,, ,,

本年度末現在 前年度末現在

組合員数 出資口数 組合員数 出資口数

 ,  ,

――

．参考事項

．業務提携等重要事項の概要

子会社

商 号株式会社ゼンセキ

代 表 者大野 徹

所 在 地千代田区永田町丁目番号

資 本 金 額千万円

議決権比率

業 務 内 容保険代理店

．直前事業年度の財産及び損益の状況

．組合員数及び出資口数の増減



――

氏 名 職制上の地位 担 当

森 洋 代表理事 会長

西 尾 恒 太 理事 副会長

喜多村　利　秀 理事 副会長

浜 田 忠 博 理事 副会長 総務部会長

宇佐美　三　郎 理事 副会長

出 光 泰 典 理事 副会長

矢 島 幹 也 理事 副会長

大 野 　 徹 理事 副会長 共同事業部会長

三 原 英 人 理事 副会長

河 辺 善 一 理事 副会長 総務部会副部会長

加 藤 庸 之 専務理事 副会長

坂 井 　 信 常務理事

菅 原 　 耕 理事

大 坂 　 功 理事

佐 藤 義 信 理事

見澤　秀　茂 理事

安 藤 順 夫 理事

茂 木 　 司 理事

原 口 克 己 理事

木 所 　 章 理事

鈴 木 裕 司 理事

巻 田 達 央 理事 農林漁業部会長

亀　井　喜久雄 理事

澤 田 　 栄 理事

島 　 竜 彦 理事

鴻　野　友次郎 理事

碇 武 宏 章 理事

岡 部 憲 治 理事

永 岡 壯 三 理事

三 角 清 一 理事

玉 城 善 和 理事

内 藤 英 一 監事

 橋 良 成 監事

和 氣 　 光 監事

――

．役員に関する事項
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名 称 郵便番号 所 在 地

石油会館  千代田区永田町丁目番号

第一石油流通技術センター  千葉市花見川区幕張町丁目番号

第二石油流通技術センター  千葉市花見川区幕張町丁目番号

前年度末現在 本年度末現在 増 減

  －

――

．職員数の増減及び業務運営組織図

 職員数の増減

 組織図

 事務局機構

．施設の設置状況




